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(57)【要約】
【課題】良好なＰＮ接合を側面に有して、良好な電気的
特性を有する半導体素子等を提供すること。
【解決手段】第１導電型の半導体コア１１を覆うように
第１導電型の半導体シェル１２を形成する。また、第１
導電型の半導体シェル１２を覆うように第２導電型の半
導体シェル１３を形成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　棒状のコアと、
　上記コアの外周面の少なくとも一部を覆うように配置された第１導電型の半導体シェル
と、
　上記第１導電型の半導体シェルの外周面の少なくとも一部を覆うように配置された第２
導電型の半導体シェルと
を備えることを特徴とする半導体素子。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体素子において、
　上記コアは、第１導電型の半導体コアであり、
　上記半導体コアに導電性を与える不純物の濃度は、上記第１導電型の半導体シェルに導
電性を与える不純物の濃度よりも大きいことを特徴とする半導体素子。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の半導体素子において、
　上記コアは、第１導電型の半導体コアであり、
　上記半導体コアの抵抗率は、上記第１導電型の半導体シェルの抵抗率よりも小さいこと
を特徴とする半導体素子。
【請求項４】
　請求項１から３までのいずれか一項に記載の半導体素子において、
　上記第１導電型の半導体シェルは、上記コアと異なる材質からなり、
　上記第１導電型の半導体シェルの結晶欠陥密度が、上記コアの結晶欠陥密度よりも小さ
いことを特徴とする半導体素子。
【請求項５】
　請求項１から４までのいずれか一項に記載の半導体素子を備えることを特徴とする発光
ダイオード。
【請求項６】
　請求項５に記載の発光ダイオードにおいて、
　上記第１導電型の半導体シェルと、上記第２導電型の半導体シェルとの間に発光層を備
えることを特徴とする発光ダイオード。
【請求項７】
　請求項６に記載の発光ダイオードにおいて、
　上記コアを構成する物質のバンドギャップは、上記発光層を構成する物質のバンドギャ
ップよりも大きいことを特徴とする発光ダイオード。
【請求項８】
　請求項５から７までのいずれか一項に記載の発光ダイオードにおいて、
　基板と、
　上記基板上に配置された複数の上記半導体素子と、
　上記半導体素子を電気的に接続する配線と
を備えることを特徴とする発光ダイオード。
【請求項９】
　請求項１から４までのいずれか一項に記載の半導体素子を備えることを特徴とする光電
変換素子。
【請求項１０】
　基板上に棒状のコアを形成するコア形成工程と、
　上記棒状のコアの外周面の少なくとも一部を第１導電型の半導体シェルで覆う第１のシ
ェル形成工程と、
　上記第１導電型のシェルの外周面の少なくとも一部を第２導電型の半導体シェルで覆う
第２のシェル形成工程と
を備えることを特徴とする半導体素子の製造方法。
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【請求項１１】
　請求項１０に記載の半導体素子の製造方法において、
　上記コア形成工程は、基板上に形成されたコアを構成する物質の一部をエッチングする
ことを含むことを特徴とする半導体素子の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１０または１１に記載の半導体素子の製造方法において、
　上記コア形成工程の後、かつ、上記第１のシェル形成工程の前に、アニール処理を行な
うことを特徴とする半導体素子の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１０から１２までのいずれか一項に記載の半導体素子の製造方法において、
　上記コア形成工程の後であって、上記第１のシェル形成工程の前に、上記コア形成工程
で形成されたコアの一部をウェットエッチングにより除去することを特徴とする半導体素
子の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１０から１３までのいずれか一項に記載の半導体素子の製造方法において、
　上記コア形成工程は、基板上に棒状のコアを成長させることを特徴とする半導体素子の
製造方法。
【請求項１５】
　請求項１０から１４までのいずれか一項に記載の半導体素子の製造方法において、
　上記コア形成工程の後であって、上記第１のシェル形成工程の前に、上記コアを形成す
る温度よりも高温のアニール処理を行なうことを特徴とする半導体素子の製造方法。
【請求項１６】
　第１の基板上に複数の棒状のコアを形成するコア形成工程と、
　上記複数の棒状のコアの外周面の少なくとも一部を、第１導電型の半導体シェルで覆う
第１のシェル形成工程と、
　上記第１導電型の半導体シェルの外周面の少なくとも一部を、第２導電型の半導体シェ
ルで覆う第２のシェル形成工程と、
　上記各棒状のコアと、その各コアを覆っている上記第１導電型の半導体シェルと、その
各コアを覆っている上記第１導電型の半導体シェルを覆っている上記第２導電型の半導体
シェルとの一体構造を、上記棒状のコア毎に上記第１の基板から切り離して、複数の半導
体素子を取り出す半導体素子切り離し工程と、
　複数の上記半導体素子を第２の基板上に配置する半導体素子配列工程と
を備えることを特徴とする発光ダイオードの製造方法。
【請求項１７】
　請求項９に記載の光電変換素子を備えることを特徴とする太陽電池。
【請求項１８】
　請求項５から８までのいずれか一項に記載の発光ダイオードを備えることを特徴とする
照明装置。
【請求項１９】
　請求項５から８までのいずれか一項に記載の発光ダイオードを備えることを特徴とする
バックライト。
【請求項２０】
　請求項５から８までのいずれか一項に記載の発光ダイオードを備えることを特徴とする
表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、棒状の半導体素子およびその製造方法、並びにそのような半導体素子を用い
た発光ダイオード、発光ダイオードの製造方法、光電変換素子、太陽電池、照明装置、バ
ックライトおよび表示装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、第１導電型の半導体コアと、該第１導電型のコアを覆うように形成された第２導
電型の半導体シェルからなる半導体素子を用いた装置の一例として、ナノワイヤ光起電力
装置が、特許文献１（特開２００８－５３７３０号）に開示されている。
【０００３】
　図４５は、そのナノワイヤ光起電力装置９００の基本構成を説明する図である。
【０００４】
　図４５に示すように、このナノワイヤ光起電力装置９００は、基板９０８上に下部接点
９０６が形成され、下部接点９０６上に形成された多孔質ナノテンプレート９０２から第
１導電型の半導体材料からなる細長いナノ構造体９０１（第１導電型の半導体コア）が直
立している。ナノ構造体９０１の周囲には、第２導電型の半導体材料からなるコンフォー
マル層９０３（第２導電型の半導体シェル）が形成され、更にコンフォーマル層９０３上
に導電性透明材料９０４および上部接点９０５が形成されている。
【０００５】
　上記細長いナノ構造体９０１は、触媒となる金属ナノ粒子を用いてＣＶＤ（Chemical V
apor Deposition）法等で成長させられて形成されている。引用文献１の発明では、この
ように、第１導電型の半導体コアと、該第１導電型のコアを覆うように形成された第２導
電型の半導体シェルとで半導体素子を構成して、ＰＮ接合の面積を大きくして、高い発電
効率を得るようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－５３７３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来技術では、金属触媒を用いて第１導電型の半導体コア（細長い
ナノ構造体）を成長させているため、触媒となる金属原子による汚染で結晶欠陥が生じる
ことが避けがたい。そして、このような結晶欠陥は、第１導電型の半導体コアと第２導電
型の半導体シェル（コンフォーマル層９０３）とで構成されるＰＮ接合において、深い準
位を形成して、キャリアの再結合による太陽電池の効率低下をもたらす。
【０００８】
　また、細長いナノ構造体９０１は、触媒となる金属ナノ粒子が成長点となって基板上で
徐々に成長していく。このため、細長いナノ構造体９０１の下部（基板側）は成長の初期
段階で形成され、上部は後期段階で形成される。すなわち、細長いナノ構造体９０１の下
部と上部では形成される時期が異なっている。それゆえ、第１導電型の半導体コア（細長
いナノ構造体９０１）の結晶性が不均一になりやすく、結果として第１導電型の半導体コ
アの側面に形成されたＰＮ接合の品質が不均一になり易いという問題があった。
【０００９】
　ここで、この問題は、第１導電型の半導体コア側面上の広い範囲にわたってＰＮ接合を
形成する場合に、特に顕著になる。
【００１０】
　そこで、本発明の課題は、良好なＰＮ接合を側面に有して、良好な電気的特性を有する
半導体素子を提供することにある。
【００１１】
　また、本発明の課題は、そのような半導体素子の製造方法、そのような半導体素子を用
いた発光ダイオード、その発光ダイオードの製造方法、そのような半導体素子を用いた光
電変換素子、太陽電池、照明装置、バックライトおよび表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
　上記課題を解決するため、この発明の半導体素子は、
　棒状のコアと、
　上記コアの外周面の少なくとも一部を覆うように配置された第１導電型の半導体シェル
と、
　上記第１導電型の半導体シェルの外周面の少なくとも一部を覆うように配置された第２
導電型の半導体シェルと
を備えることを特徴としている。
【００１３】
　本発明において、上記棒状のコアが、第１導電側の半導体コアである場合、半導体素子
のコアとしての機能と、ＰＮ接合の片側としての機能を、それぞれ第１導電型の半導体コ
アと、第１導電型の半導体シェルとが分担して、果たすことができる。それゆえ、第１導
電型の半導体シェルと、第２導電型の半導体シェルとで構成されるＰＮ接合の特性を良好
に保ったまま、棒状の半導体素子の他の特性も同時に向上させることができ、また、製造
のコストも低減することが可能となる。また、ＰＮ接合の特性が向上することにより、例
えば、半導体素子を光電変換素子として用いた場合は、変換効率を向上させることができ
、発光ダイオードとして用いた場合は、発光効率を向上させることができる。
【００１４】
　また、上記棒状のコアが、半導体コアでない場合も、半導体素子のコアとしての機能と
、ＰＮ接合の片側としての機能を、それぞれ棒状のコアと、第１導電型の半導体シェルと
が分担して、果たすことができる。それゆえ、第１導電型の半導体シェルと、第２導電型
の半導体シェルとで構成されるＰＮ接合の特性を良好に保ったまま、棒状の半導体素子の
他の特性も同時に向上させることができ、また、製造のコストも低減することが可能とな
る。また、ＰＮ接合の特性が向上することにより、例えば、半導体素子を光電変換素子と
して用いた場合は、変換効率が向上させることができ、発光ダイオードとして用いた場合
は、発光効率が向上させることができる。
【００１５】
　また、一実施形態では、
　上記コアは、第１導電型の半導体コアであり、
　上記半導体コアに導電性を与える不純物の濃度は、上記第１導電型の半導体シェルに導
電性を与える不純物の濃度よりも大きくなっている。
【００１６】
　上記実施形態によれば、第１導電型の半導体シェルと第２導電型の半導体シェルで構成
されるＰＮ接合の特性を向上することができるとともに、第１導電型の半導体コアの抵抗
を十分に小さくすることが可能となる。本発明の半導体素子は、棒状の半導体素子であっ
て、第１導電型の半導体コアの形状も細長いものであるから、第１導電型の半導体コアの
抵抗を十分低く保つことは特に重要である。
【００１７】
　第１導電型の半導体コアの抵抗が十分に低くない場合、第１導電型の半導体コア内で電
圧降下を起こして半導体素子の特性悪化の原因となるからである。例えば、半導体素子が
太陽電池である場合は、発電効率が悪化し、発光ダイオードである場合は、発光効率が悪
化する原因となる。
【００１８】
　一般的には、半導体中の不純物濃度が高くなるにつれて半導体の結晶性が悪化する傾向
があるから、上記実施形態によれば、ＰＮ接合の良好な特性と、第１導電型の半導体コア
の良好な導電性の両立を獲得できる。
【００１９】
　また、一実施形態では、
　上記コアは、第１導電型の半導体コアであり、
　上記半導体コアの抵抗率は、上記第１導電型の半導体シェルの抵抗率よりも小さくなっ
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ている。
【００２０】
　上記実施形態によれば、第１導電型の半導体コアの抵抗が小さいから、第１導電型の半
導体シェルと第２導電型の半導体シェルで構成されるＰＮ接合の特性を更に向上させるこ
とができる。
【００２１】
　また、一実施形態では、
　上記第１導電型の半導体シェルは、上記コアと異なる材質からなり、
　上記第１導電型の半導体シェルの結晶欠陥密度が、上記コアの結晶欠陥密度よりも小さ
い。
【００２２】
　上記実施形態によれば、半導体素子のコアとしての機能と、ＰＮ接合の片側としての機
能を、それぞれ棒状のコアと第１導電型の半導体シェルとが分担して、果たすことができ
る機能を向上させることができる。
【００２３】
　また、本発明の発光ダイオードは、
　本発明の半導体素子を備えることを特徴としている。
【００２４】
　本発明によれば、発光ダイオードの発光効率を向上させることができる。
【００２５】
　また、一実施形態では、
　上記第１導電型の半導体シェルと、上記第２導電型の半導体シェルとの間に発光層を備
える。
【００２６】
　上記実施形態によれば、発光ダイオードの発光効率を更に向上させることができる。
【００２７】
　また、一実施形態では、
　上記コアを構成する物質のバンドギャップは、上記発光層を構成する物質のバンドギャ
ップよりも大きくなっている。
【００２８】
　上記実施形態によれば、発光層で発生した光が棒状のコアまたは第１導電型の半導体コ
アで殆ど吸収されることがないため、発光ダイオードの発光効率を高くすることができる
。
【００２９】
　また、一実施形態では、
　基板と、
　上記基板上に配置された複数の上記半導体素子と、
　上記半導体素子を電気的に接続する配線と
を備えている。
【００３０】
　上記実施形態によれば、上記基板上において、発光ダイオードの機能を有する半導体素
子の配置間隔を自由に設定することができる。したがって、上記発光ダイオードの機能を
有する半導体素子を効率よく基板に逃がして、発光ダイオードの温度上昇を抑制すること
により、発光ダイオードの効率と信頼性を共に向上することが可能となる。
【００３１】
　また、本発明の光電変換素子は、
　本発明の半導体素子を備えることを特徴としている。
【００３２】
　本発明によれば、光電変換素子の変換効率を向上させることができる。
【００３３】
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　また、本発明の半導体素子の製造方法は、
　基板上に棒状のコアを形成するコア形成工程と、
　上記棒状のコアの外周面の少なくとも一部を第１導電型の半導体シェルで覆う第１のシ
ェル形成工程と、
　上記第１導電型のシェルの外周面の少なくとも一部を第２導電型の半導体シェルで覆う
第２のシェル形成工程と
を備えることを特徴としている。
【００３４】
　本発明によれば、棒状の半導体コアを形成した後に、第１導電型の半導体シェルを形成
するので、第１導電型の半導体シェルの表面には均一で結晶性のよい第１導電型の半導体
が露出する。その後、第２導電型の半導体シェルで覆うので、第１導電型の半導体シェル
と第２導電型の半導体シェルとで良好な特性を持つＰＮ接合を得ることができる。一方、
上記棒状のコアは、第１導電型の半導体シェルの形成に先立って別途形成されているので
、棒状の半導体素子のコアとしての機能を果たすのにふさわしい性質を持たせることがで
きる。したがって、棒状の半導体素子のコアとしての機能と、ＰＮ接合の片側としての機
能を、それぞれ第１導電型の半導体コアと、第１導電型の半導体シェルとで分担して、果
たすようにすることができる。したがって、第１導電型の半導体シェルと、第２導電型の
半導体シェルとで構成されるＰＮ接合の特性を良好に保ったまま、棒状の半導体素子の他
の特性も同時に向上させることができ、また、製造コストを低減することが可能となる。
また、ＰＮ接合の特性が向上することにより、例えば、半導体素子を光電変換素子として
用いた場合は、変換効率が向上し、発光ダイオードとして用いた場合は、発光効率が向上
する。
【００３５】
　また、一実施形態では、
　上記コア形成工程は、基板上に形成されたコアを構成する物質の一部をエッチングする
ことを含む。
【００３６】
　上記実施形態によれば、棒状のコアの断面形状を自由に変えることが可能となる。した
がって、例えば、棒状のコアの側面の結晶方位を好ましいものとして、半導体素子の特性
を向上させることが可能となる。
【００３７】
　また、一実施形態では、
　上記コア工程の後、かつ、上記第１のシェル形成工程の前に、アニール処理を行なう。
【００３８】
　上記実施形態によれば、棒状のコアの結晶欠陥を回復して、結晶性を改善することがで
きる。そのため、この後に行う第１のシェル形成工程で成膜する第１導電型の半導体シェ
ルの結晶性を更に向上させることができる。
【００３９】
　また、一実施形態では、
　上記コア形成工程の後であって、上記第１のシェル形成工程の前に、上記コア形成工程
で形成されたコアの一部をウェットエッチングにより除去する。
【００４０】
　上記実施形態によれば、棒状のコアの結晶欠陥を回復して、結晶性を改善することがで
きる。そのため、この後に行う第１のシェル形成工程で成膜する第１導電型の半導体シェ
ルの結晶性を更に向上することができる。
【００４１】
　また、一実施形態では、
　上記コア形成工程は、基板上に棒状のコアを成長させる。
【００４２】
　上記実施形態によれば、基板と棒状のコアは、棒状のコアの断面積と同じ面積で接する
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こととなる。ここで、棒状のコアの直径は、ナノスケールからマイクロスケールであるか
ら、断面積は小さい。更には、棒状のコアは、基板上に離散的に形成されている。したが
って、基板を構成する物質と棒状のコアを構成する物質の格子定数のミスマッチによる基
板の反りを抑制することができる。したがって、半導体素子を形成するプロセスにおける
フォトリソグラフィ工程の精度を向上して半導体素子の歩留まりを向上することができる
。
【００４３】
　また、一実施形態では、
　上記コア形成工程の後であって、上記第１のシェル形成工程の前に、上記コアを形成す
る温度よりも高温のアニール処理を行なう。
【００４４】
　上記実施形態によれば、棒状の結晶欠陥を回復して結晶性を良好なものにすることがで
きるので、その後に形成される第２導電型の半導体シェルや発光層の結晶性を良好なもの
にすることができる。
【００４５】
　また、本発明の発光ダイオードの製造方法は、
　第１の基板上に複数の棒状のコアを形成するコア形成工程と、
　上記複数の棒状のコアの外周面の少なくとも一部を、第１導電型の半導体シェルで覆う
第１のシェル形成工程と、
　上記第１導電型の半導体シェルの外周面の少なくとも一部を、第２導電型の半導体シェ
ルで覆う第２のシェル形成工程と、
　上記各棒状のコアと、その各コアを覆っている上記第１導電型の半導体シェルと、その
各コアを覆っている上記第１導電型の半導体シェルを覆っている上記第２導電型の半導体
シェルとの一体構造を、上記棒状のコア毎に上記第１の基板から切り離して、複数の半導
体素子を取り出す半導体素子切り離し工程と、
　複数の上記半導体素子を第２の基板上に配置する半導体素子配列工程と
を備えることを特徴としている。
【００４６】
　本発明によれば、構成要素である半導体素子が、第１の基板上で、棒状のコアが形成さ
れた後、第１導電型の半導体シェルおよび第２導電型のシェルで覆われるようになってい
るから、単位基板面積当りのＰＮ接合面積、すなわち、発光面積を非常に大きくすること
ができて、製造コストを低減することができる。
【００４７】
　更には、第１導電型の半導体シェルと、第２導電型の半導体シェルとで良好な特性を持
つＰＮ接合を得ることができるのみならず、上記棒状のコアは第１導電型の半導体シェル
の形成に先立って別途形成されているので、棒状の半導体素子のコアとしての機能を果た
すのにふさわしい性質を持たせることができる。したがって、第１導電型の半導体シェル
と、第２導電型の半導体シェルとで構成されるＰＮ接合の特性を良好に保ったまま、棒状
の半導体素子の他の特性も同時に向上させることができる。
【００４８】
　更には、上記第１の基板とは別の上記第２の基板上に複数の上記半導体素子を配列する
ので、発光ダイオードの機能を有する半導体素子の配置間隔を自由に設定することができ
る。したがって、上記発光ダイオードの機能を有する半導体素子を効率よく基板に逃がし
て、発光ダイオードの温度上昇を抑制することにより、発光ダイオードの効率と信頼性を
共に向上することができる。
【００４９】
　したがって、高効率で高信頼性の発光ダイオードを低コストで製造することができる。
【００５０】
　また、本発明の太陽電池は、本発明の光電変換素子を備えることを特徴としている。
【００５１】
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　本発明によれば、太陽電池の発電効率を高くすることができる。
【００５２】
　また、本発明の照明装置は、本発明の発光ダイオードを備えることを特徴としている。
【００５３】
　本発明によれば、照明装置の低消費電力化を実現することができる。
【００５４】
　また、本発明のバックライトは、本発明の発光ダイオードを備えることを特徴としてい
る。
【００５５】
　本発明によれば、バックライトの低消費電力化を実現することができる。
【００５６】
　また、本発明の表示装置は、本発明の発光ダイオードを備えることを特徴としている。
【００５７】
　本発明によれば、表示装置の低消費電力化を実現することができる。
【発明の効果】
【００５８】
　本発明の半導体素子によれば、半導体素子のコアとしての機能と、ＰＮ接合の片側とし
ての機能を、それぞれ棒状のコアと、第１導電型の半導体シェルとが分担して、果たすこ
とができる。それゆえ、第１導電型の半導体シェルと、第２導電型の半導体シェルとで構
成されるＰＮ接合の特性を良好に保ったまま、棒状の半導体素子の他の特性も同時に向上
させることができ、また、製造のコストも低減することが可能となる。また、ＰＮ接合の
特性が向上することにより、例えば、半導体素子を光電変換素子として用いた場合は、変
換効率が向上させることができ、発光ダイオードとして用いた場合は、発光効率が向上さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の第１実施形態の半導体素子の中心軸を含む長手方向の断面図である。
【図２】上記半導体素子の径方向の断面図である。
【図３】本発明の第２実施形態の半導体素子の長手方向の断面図である。
【図４】本発明の第３実施形態の半導体素子の長手方向の断面図である。
【図５】本発明の第４実施形態の半導体素子の長手方向の断面図である。
【図６】第４実施形態の半導体素子の製造方法の一例を説明するための図である。
【図７】第４実施形態の半導体素子の製造方法の一例を説明するための図である。
【図８】第４実施形態の半導体素子の製造方法の一例を説明するための図である。
【図９】第４実施形態の半導体素子の製造方法の一例を説明するための図である。
【図１０】第４実施形態の半導体素子の製造方法の一例を説明するための図である。
【図１１】第４実施形態の半導体素子の製造方法の一例を説明するための図である。
【図１２】第４実施形態の半導体素子の製造方法の一例を説明するための図である。
【図１３】第４実施形態の半導体素子の製造方法の一例を説明するための図である。
【図１４】第４実施形態の半導体素子の製造方法の一例を説明するための図である。
【図１５】第４実施形態の半導体素子を製造することができる他の手順を説明する図であ
る。
【図１６】第４実施形態の半導体素子を製造することができる他の手順を説明する図であ
る。
【図１７】第４実施形態の半導体素子を製造することができる他の手順を説明する図であ
る。
【図１８】本発明の第５実施形態の半導体素子の長手方向の断面図である。
【図１９】第５実施形態の半導体素子の製造方法の一例を説明するための図である。
【図２０】第５実施形態の半導体素子の製造方法の一例を説明するための図である。
【図２１】第５実施形態の半導体素子の製造方法の一例を説明するための図である。
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【図２２】第５実施形態の半導体素子の製造方法の一例を説明するための図である。
【図２３】第５実施形態の半導体素子の製造方法の一例を説明するための図である。
【図２４】本発明の第６実施形態の太陽電池の断面図である。
【図２５】第６実施形態の太陽電池の製造方法の一例を説明するための図である。
【図２６】第６実施形態の太陽電池の製造方法の一例を説明するための図である。
【図２７】第６実施形態の太陽電池の製造方法の一例を説明するための図である。
【図２８】第６実施形態の太陽電池の製造方法の一例を説明するための図である。
【図２９】本発明の第７実施形態の発光ダイオードの断面図である。
【図３０】本発明の第８実施形態の発光ダイオードの模式断面図である。
【図３１】第８実施形態の発光ダイオードの製造方法の一例を説明するための図である。
【図３２】第８実施形態の発光ダイオードの製造方法の一例を説明するための図である。
【図３３】第８実施形態の発光ダイオードの製造方法の一例を説明するための図である。
【図３４】第８実施形態の発光ダイオードの製造方法の一例を説明するための図である。
【図３５】第８実施形態の発光ダイオードの製造方法の一例を説明するための図である。
【図３６】第８実施形態の発光ダイオードの製造方法の一例を説明するための図である。
【図３７】第８実施形態の発光ダイオードの製造方法の一例を説明するための図である。
【図３８】第８実施形態の発光ダイオードの製造方法の一例を説明するための図である。
【図３９】第８実施形態の発光ダイオードの製造方法の一例を説明するための図である。
【図４０】本発明の第９実施形態の照明装置の側面図である。
【図４１】上記照明装置に内蔵される発光装置を横から見た図である。
【図４２】上記発光装置を上から見た図である。
【図４３】本発明の第１０実施形態のバックライトの平面図である。
【図４４】本発明の第１１実施形態の表示装置の１画素の回路図である。
【図４５】従来のナノワイヤ光起電力装置の基本構成を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００６０】
　以下、本発明の半導体素子、発光素子の製造方法、発光ダイオード、光電変換素子、照
明装置、バックライト、表示装置および太陽電池を図示の実施の形態により詳細に説明す
る。
【００６１】
　（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態の細長い棒状の形状を有する半導体素子１０の中心軸を
含む長手方向の断面図であり、図２は、その半導体素子１０の径方向の断面図である。
【００６２】
　図１および図２に示すように、この半導体素子１０は、棒状の第１導電型の半導体コア
１１と、第１導電型の半導体シェル１２と、第２導電型の半導体シェル１３とを備える。
上記第１導電型の半導体シェル１２は、棒状の第１導電型の半導体コア１１の側面の全面
（棒状の半導体コア１１の外周面の全面）および一端を覆っており、第２導電型の半導体
シェル１３は、第１導電型の半導体シェル１２の表面を覆っている。
【００６３】
　上記第２導電型の半導体シェル１３は、第１導電型の半導体シェル１２の表面全てを覆
っておらず、第２導電型の半導体シェル１３は、棒状の第１導電型の半導体コア１１の他
端部１９を覆わない構成になっている。上記第２導電型の半導体シェル１３は、第１導電
型の半導体シェル１２の外周面の一部のみを覆っている。尚、図２は、第１導電型の半導
体シェル１２の表面を、第２導電型の半導体シェル１３が覆っている領域における直径方
向の断面図を示している。
【００６４】
　上記第１導電型の半導体シェル１２と第２導電型の半導体シェル１３の界面はＰＮ接合
を構成している。第１導電型の半導体コア１１の他端部を除く側面において、第２導電型
の半導体シェル１３が第１導電型の半導体シェル１２を覆っているから、棒状の半導体素
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子１０の側面部の少なくとも一部にはＰＮ接合が形成されることになるのである。
【００６５】
　上記第１導電型の半導体コア１１は、例えばＳｉ、Ｇｅ、ＳｉＧｅ、ＧａＡｓ、ＧａＮ
、ＡｌＧａＮ、ＧａＰ、ＩｎＰを用いることができるが、この限りではない。また、第１
導電型としてｎ型を選択してもｐ型を選択してもよい。なお、第１導電型の半導体コア１
１の直径方向の断面形状は、円に限らず、三角形、四角形、六角形や楕円などでもよい。
【００６６】
　また、第１導電型の半導体シェル１２は、例えばＳｉ、Ｇｅ、ＳｉＧｅ、ＧａＡｓ、Ｇ
ａＮ、ＡｌＧａＮ、ＧａＰ、ＩｎＰを用いることができるが、この限りではない。また、
必ずしも第１導電型の半導体コア１１と同じ物質を用いる必要はない。
【００６７】
　また、第２導電型の半導体シェル１３は、例えばＳｉ、Ｇｅ、ＳｉＧｅ、ＧａＡｓ、Ｇ
ａＮ、ＡｌＧａＮ、ＧａＰ、ＩｎＰを用いることができるが、この限りではない。第２導
電型の半導体シェル１３は、第１導電型の半導体シェル１２と同じ物質を選択することが
好ましい。第２導電型は、第１導電型がｎ型の場合はｐ型、第１導電型がｐ型の場合はｎ
型となる。
【００６８】
　また、棒状の半導体素子１０の大きさは、ナノメーターサイズまたはマイクロメーター
サイズとすることが好ましい。例えば、棒状の半導体素子１０の長さは、１０ｎｍ～１０
０μｍとすることができる。また、例えば、第１導電型の半導体コア１１の直径は、２ｎ
ｍ～２０μｍ、第１導電型の半導体シェル１２の厚さは、１ｎｍ～１μｍ、第２導電型の
半導体シェル１３の厚さは、１ｎｍ～１μｍとすることができる。より好ましくは、棒状
の半導体素子１０の長さは、５００ｎｍ～５０μｍ、第１導電型の半導体コア１１の直径
は、１００ｎｍ～５μｍ、第１導電型の半導体シェル１２の厚さは、１０ｎｍ～５００ｎ
ｍ、第２導電型の半導体シェル１３の厚さは、１０ｎｍ～５００ｎｍである。
【００６９】
　また、上記実施形態では、第１導電型の半導体シェル１２は、棒状の第１導電型の半導
体コア１１の外周面の全面を覆っていたが、この発明では、第１導電型の半導体シェルは
、棒状のコアの外周面の一部のみを覆うような構成であっても良く、例えば、第１導電型
の半導体シェルは、図１を参照して、半導体コア１１の外周面において第２導電型の半導
体シェル１３が覆わない外周面部、すなわち、半導体コア１１の他端部１９に対応する外
周面を覆わない構成であっても良い。
【００７０】
　棒状の半導体素子１０は、光電変換素子として機能させることができる。例えば、第１
導電型の半導体コア１１および第１導電型の半導体シェル１２を、ｎ型シリコン、第２導
電型の半導体シェル１３を、ｐ型シリコンとすればよい。このような素子を形成すれば、
この素子に光を照射することにより起電力が生じることになるからである。また、光電変
換素子である棒状の半導体素子１０は、光センサや太陽電池として用いることができる。
【００７１】
　棒状の半導体素子１０は、また、発光ダイオードとして機能させることができる。例え
ば、第１導電型の半導体コア１１および第１導電型の半導体シェル１２を、ｎ型ガリウム
ナイトライド、第２導電型の半導体シェル１３を、ｐ型ガリウムナイトライドとすればよ
い。あるいは、第１導電型の半導体コア１１および第１導電型の半導体シェル１２を、ｎ
型ガリウム砒素、第２導電型の半導体シェル１３を、ｐ型ガリウム砒素としてもよい。こ
のような素子を形成すると、その素子の第１導電型の半導体コア１１と、第２導電型の半
導体シェル１３との間に順方向電圧を印加することにより、光を取り出すことができる。
したがって、棒状の半導体素子１０を、発光ダイオードとして機能させることができる。
発光ダイオードである棒状の半導体素子１０は、照明装置、バックライト、表示装置とし
て用いることができる。
【００７２】
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　本実施形態の半導体素子１０は、棒状の半導体素子であって、第１導電型の半導体コア
１１と、上記第１導電型の半導体コアを覆うように形成された第１導電型の半導体シェル
１２と、上記第１導電型の半導体シェルを覆うように形成された第２導電型の半導体シェ
ル１３とを備えたことを特徴とする。
【００７３】
　このような構成により、棒状の半導体素子のコアとしての機能と、ＰＮ接合の片側とし
ての機能を、第１導電型の半導体コアと、第１導電型の半導体シェルとに分担させて実現
することができる。したがって、第１導電型の半導体シェルと第２導電型の半導体シェル
とで構成されるＰＮ接合の特性を良好に保ったまま、棒状の半導体素子の他の特性も同時
に向上させることができて、製造コストも低減することができる。
【００７４】
　また、ＰＮ接合の特性が向上することにより、例えば、半導体素子を光電変換素子とし
て用いた場合は、変換効率を向上させることができ、発光ダイオードとして用いた場合は
、発光効率を向上させることができる。ＰＮ接合の特性とともに向上可能な特性の例およ
び製造コストが低減できる理由は後述する。
【００７５】
　上記第１導電型の半導体コア１１において導電型を与える不純物濃度は、第１導電型の
半導体シェル１２において導電型を与える不純物濃度より大きいことが好ましい。ここで
、半導体に導電型を与える不純物としては、例えば、半導体がシリコンの場合は、ｎ型の
導電型を与えるリンや砒素、ｐ型の導電型を与えるボロンなどがあり、半導体がガリウム
ナイトライドの場合は、ｎ型の導電型を与えるシリコン、ｐ型の導電型を与えるマグネシ
ウムなどがある。
【００７６】
　これにより、第１導電型の半導体シェルと第２導電型の半導体シェルで構成されるＰＮ
接合の特性を向上することができるとともに、第１導電型の半導体コア１１の抵抗を十分
に小さくすることできる。
【００７７】
　本実施の形態の半導体素子１０は、棒状の半導体素子であって、第１導電型の半導体コ
ア１１の形状も細長いものであるから、第１導電型の半導体コア１１の抵抗を十分低く保
つことが特に重要になる。
【００７８】
　仮に、第１導電型の半導体コアの抵抗が十分に低くない場合、第１導電型の半導体コア
内で電圧降下を起こして半導体素子の特性悪化の原因となるからであり、例えば、半導体
素子が太陽電池である場合は発電効率を悪化させ、発光ダイオードである場合は発光効率
を悪化させる原因となるからである。
【００７９】
　ここで、一般には、半導体中の不純物濃度が高くなるにつれて半導体の結晶性が悪化す
る傾向がある。上記実施形態によれば、第１導電型の半導体コアと、第１導電型の半導体
シェルとを有しているから、棒状の半導体素子のコアとしての機能と、ＰＮ接合の片側と
しての機能をそれらの層で分担させることができて、第１導電型の半導体コア１１の抵抗
を十分に低くすることができる。したがって、ＰＮ接合の特性と第１導電型の半導体コア
１１の導電性を両立できるのである。
【００８０】
　詳しくは、第１導電型の半導体コア１１の抵抗率は、第１導電型の半導体シェル１２の
抵抗率より小さいことが好ましく、この構成は、第１導電型の半導体コア１１において導
電型を与える不純物濃度は、第１導電型の半導体シェル１２において導電型を与える不純
物濃度より大きいことと同意である。したがって、第１導電型の半導体シェルと第２導電
型の半導体シェルで構成されるＰＮ接合の特性を向上することができるとともに、第１導
電型の半導体コア１１の抵抗を十分に小さくすることが可能となるのである。
【００８１】
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　尚、上記ＰＮ接合の特性と第１導電型の半導体コア１１の導電性が両立できるという効
果は、第１導電型の半導体シェル１２の直径と長さの比が１：１０を超える場合に顕著と
なる。
【００８２】
　第１導電型の半導体シェル１２の結晶欠陥密度は、第１導電型の半導体コア１１の結晶
欠陥密度より小さくすることが好ましい。これにより、第１導電型の半導体シェルと第２
導電型の半導体シェルで構成されるＰＮ接合の特性を向上することができるとともに、多
様な製造方法が可能となり、または必要となる装置や環境のグレードを低く抑え、製造コ
ストを低減することが可能となる。なぜならば、第１導電型の半導体コア１１の結晶性を
必要以上に高くする必要がなくなるためである。第１導電型の半導体コア１１を含めた、
半導体素子１０の具体的な製造方法は後述する。
【００８３】
　尚、上記第１実施形態の半導体素子と、以下の実施形態で説明する半導体素子は、いず
れも以下の共通した特徴を有している。すなわち、棒状の半導体素子であって、コアと、
上記コアを覆うように形成された第１導電型の半導体シェルと、上記第１導電型の半導体
シェルを覆うように形成された第２導電型の半導体シェルを備えている。上記コアは第１
導電型の半導体からなっていてもよい。
【００８４】
　ここで、上記特徴は、上記第１導電型の半導体シェルもコアの一部とみなすと、次のよ
うに言い換えることもできる。すなわち、棒状の半導体素子であって、インナーコアと、
そのインナーコアを覆うように形成された第１導電型の半導体アウターコアとからなる２
層構造のコアと、その２層構造のコアを覆うように形成された第２導電型の半導体シェル
とを備えている。上記インナーコアは第１導電型の半導体からなっていてもよい。以上、
本実施形態の半導体素子が共通して有する特徴を、２つの異なる言い方で述べたが、実質
は同じことを述べているに過ぎない。尚、上記第１実施形態およびこれ以降の実施形態で
は、前者の用語で統一して説明を行っている。
【００８５】
　（第２実施形態）
　図３は、本発明の第２実施形態の半導体素子２０の長手方向の断面図である。
【００８６】
　図３に示すように、この半導体素子２０では、第１導電型の半導体シェル２２は、棒状
の第１導電型の半導体コア２１の側面の全面（棒状の第１導電型の半導体コア２１の外周
面の全面）および一端を覆っている。
【００８７】
　また、第２導電型の半導体シェル２３は、第１導電型の半導体シェル２２の側面の全面
（第１導電型の半導体シェル２２の外周面の全面）および一端を覆っている。
【００８８】
　上記半導体素子２０が、図１および図２に示第１実施形態の半導体素子１０と異なる点
は、第２導電型の半導体シェル２３が、第１導電型の半導体シェル２２の表面の他端以外
の部分の全てを覆っていることである。そのため、第１導電型の半導体コア２１に電極を
接続しようとする場合は、半導体素子２０の他端（図３における半導体素子２０の左側）
で第１導電型の半導体コア２１が露出した部分に電極を接続するか、第２導電型の半導体
シェル２３の一部を除去して第１導電型の半導体シェル２２を露出させ、この露出した部
分に電極を接続する必要がある。半導体素子２０を構成する具体的な材料、大きさ、用途
、得られる効果等は、第１実施形態の半導体素子１０と同様である。
【００８９】
　（第３実施形態）
　図４は、本発明の第３実施形態の半導体素子３０の長手方向の断面図である。
【００９０】
　図４に示すように、この半導体素子３０は、棒状のコア３１の側面および一端を、第１
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導電型の半導体シェル３２が覆っている。更に、第１導電型の半導体シェル３２の表面を
、第２導電型の半導体シェル３３が覆っている。半導体素子３０が、図１および図２に示
す第１実施形態の半導体素子１０と異なる点は、棒状のコア３１と第１導電型の半導体シ
ェル３２の材質が異なる点である。
【００９１】
　第１導電型の半導体シェル３２の結晶欠陥密度は、棒状のコア３１の結晶欠陥密度より
小さなことが好ましい。これにより、棒状の半導体素子のコアとしての機能と、ＰＮ接合
の片側としての機能を、それぞれ棒状のコアと第１導電型の半導体シェルとが分担して、
果たすことができる。それゆえ、第１導電型の半導体シェルと、第２導電型の半導体シェ
ルとで構成されるＰＮ接合の特性を良好に保ったまま、棒状の半導体素子の他の特性も同
時に向上し、または、製造のコストを低減することが可能となる。ＰＮ接合の特性が向上
することにより、例えば半導体素子を光電変換素子として用いた場合は変換効率が向上し
、発光ダイオードとして用いた場合は発光効率が向上する。ＰＮ接合の特性とともに向上
可能な特性の例、および、製造コストが低減できる理由は後述する。
【００９２】
　棒状のコア３１と第１導電型の半導体シェル３２の材質の組み合わせとしては、例えば
、棒状のコア３１の材料としてＧａＮを、第１導電型の半導体シェル３２の材料としてｎ
型のシリコンを選ぶことができる。第２導電型の半導体シェル３３には、ｐ型のシリコン
を用いればよい。この場合、棒状のコア３１のヤング率は、第１導電型の半導体シェルよ
りも大きいので、半導体素子３０の剛性を向上しつつ、良好なＰＮ特性を得ることができ
るからである。
【００９３】
　後述するように、半導体素子を成長した基板から切り離し、他の基板へ配列する場合は
、液体に浸された半導体素子を乾燥する際に、液体の表面張力により半導体素子が曲がる
場合がある。上記構成はこのような場合に効果を発揮する。
【００９４】
　棒状のコア３１の材質と、第１導電型の半導体シェル３２の材質との他の組合せとして
は、例えば、棒状のコア３１の材料としてサファイアを、第１導電型の半導体シェル３２
の材料としてｎ型のガリウムナイトライドを選ぶことができる。第２導電型の半導体シェ
ル３３には、ｐ型のガリウムナイトライドを用いればよい。この場合は、棒状のコアを高
価なガリウムナイトライドからより安価なサファイアとすることができるので、良好なＰ
Ｎ特性を保ちつつ、製造コストを低減することができる。
【００９５】
　棒状のコア３１の材質と、第１導電型の半導体シェル３２の材質との他の組合せとして
は、棒状のコア３１の材料としてＨＶＰＥ（Hydride Vapor Phase Epitaxy）法で成長し
た無ドープのガリウムナイトライドを、第１導電型の半導体シェル３２の材料として低結
晶欠陥のｎ型のガリウムナイトライドを選ぶことができる。また、第２導電型の半導体シ
ェル３３には、ｐ型のガリウムナイトライドを用いることができる。この場合は、結晶欠
陥が多いものの比較的高速に成長できるＨＶＰＥ法により棒状のコア３１を形成し、第１
導電型の半導体シェル３２は低結晶欠陥のｎ型のガリウムナイトライドとするため、良好
なＰＮ特性を保ちつつ、製造コストを低減することができるからである。尚、この実施形
態では、棒状のコア３１が、第１導電型の半導体コアではなかったが、この発明では、棒
状のコアを、第１導電型の半導体コアで構成して、かつ、第１導電型の半導体シェルを、
上記第１導電型の半導体コアと異なる材質で構成し、かつ、第１導電型の半導体シェルの
結晶欠陥密度が、上記第１導電型の半導体コアの結晶欠陥密度よりも小さくなるように構
成しても良い。
【００９６】
　（第４実施形態）
　図５は、本発明の第４実施形態の半導体素子４０の長手方向の断面図である。
【００９７】
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　図５に示すように、この半導体素子４０は、棒状の第１導電型の半導体コア４１の側面
および一端を、第１導電型の半導体シェル４２が覆っている。そして、第１導電型の半導
体シェル４２の表面を、発光層４４が覆っている。更に、発光層４４の表面を、第２導電
型の半導体シェル４３が覆っている。
【００９８】
　第１導電型の半導体シェル４２、発光層４４および第２導電型の半導体シェル４３は、
第１導電型の半導体シェル４２の表面全てを覆っておらず、第１導電型の半導体シェル４
２、発光層４４および第２導電型の半導体シェル４３は、棒状の第１導電型の半導体コア
４１の他端部４９を覆わない構成になっている。この半導体素子４０は、発光ダイオード
として機能するようになっている。
【００９９】
　この半導体素子４０が、図１および図２に示す第１実施形態の半導体素子１０と異なる
点は、第１導電型の半導体シェル４２が棒状の第１導電型の半導体コア４１の全側面を覆
っていない点と、第１導電型の半導体シェル４２と、第２導電型の半導体シェル４３との
間に発光層４４が形成されている点である。このように第１導電型の半導体シェル４２と
、第２導電型の半導体シェル４３との間に発光層４４を設けることにより、発光ダイオー
ドである半導体素子４０の発光効率を向上させることができる。
【０１００】
　棒状の第１導電型の半導体コア４１において導電型を与える不純物濃度は、第１導電型
の半導体シェル４２において導電型を与える不純物濃度より大きいことが好ましい。もし
くは、棒状の第１導電型の半導体コア４１の抵抗率は、第１導電型の半導体シェル４２の
抵抗率より小さいことが好ましい。そのようにすると、棒状の第１導電型の半導体コア４
１上に形成される発光層４４の結晶性を向上させて発光効率を向上させることができると
ともに、棒状の第１導電型の半導体コア４１の抵抗を十分に小さくして発光層４４の全面
において均一に発光させることができるからである。
【０１０１】
　棒状の第１導電型の半導体コア４１を構成する物質のバンドギャップは、発光層４４を
構成する物質のバンドギャップよりも大きいことが好ましい。具体的には、例えば、棒状
の第１導電型の半導体コア４１をｎ型ＧａＮとし、発光層４４をＩｎＧａＮとすることが
できる。また、第１導電型の半導体シェル４２および第２導電型の半導体シェル４３は、
それぞれｎ型ＧａＮおよびｐ型ＧａＮとすることができる。なお、棒状の第１導電型の半
導体コア４１の代わりに、サファイアなどからなる棒状のコアを用いてもよい。この場合
でも、ＩｎＧａＮからなる発光層のバンドギャップよりも、サファイアのバンドギャップ
の方が大きくなっている。
【０１０２】
　このような構成とすることにより、発光層４４で発生した光が、棒状のコア４１または
第１導電型の半導体シェル４２で吸収されることがないため、発光ダイオードの発光効率
を高くすることができる。
【０１０３】
　なお、第２導電型の半導体シェル４３の表面に、更にＩＴＯ（Indium Tin Oxide）など
の透明電極を形成することが好ましい。これにより、第２導電型の半導体シェル４３の全
面に同じ電位を印加することができるので、発光ムラを低減して発光効率を向上すること
ができると共に、発光した光が当面電極を通過するため、効率よく光を取り出すことがで
きるからである。
【０１０４】
　図６～図１４は、上記第４実施形態の半導体素子の製造方法の一例を説明するための図
であり、その半導体素子を形成する手順の一例を示す図である。
【０１０５】
　尚、上記第１実施形態の半導体素子（図１および図２参照）および第２実施形態の半導
体素子（図３参照）は、以下に示す手順において、コアの材料またはシェルの形成回数を
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変えることにより、同様に形成することが可能である。
【０１０６】
　また、ここでは、例としてガリウムナイトライドからなる半導体素子を形成する手順を
示すが、他の材料からなる半導体素子を形成する手順も同様である。
【０１０７】
　まず、図６に示すように、サファイア基板６１を準備する。
【０１０８】
　次に、図７に示すように、開口部が設けられたシリコン酸化膜６２を、サファイア基板
６１上に形成する。具体的には、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法により、サフ
ァイア基板６１上に、例えば１μｍの厚さでシリコン酸化膜６２を成膜し、その後、フォ
トリソグラフィ工程によりシリコン酸化膜６２に、例えば１μｍの大きさの開口部をパタ
ーニングして、サファイア基板６１表面の一部を露出させるようにする。
【０１０９】
　次に、図８に示すように、ニッケルからなる金属触媒粒６３を、シリコン酸化膜６２の
開口部であって、サファイア基板６１が露出した部分に形成する。具体的には、パターニ
ングされたシリコン酸化膜６２が形成されたサファイア基板６１上の全面に、例えば、３
ｎｍの膜厚を有するニッケルをスパッタにより成膜し、９００℃程度の温度でアニールす
ることにより、ニッケルを凝集させるようにする。
【０１１０】
　次に、図９に示すように、シリコン酸化膜６２の開口部に対応する露出したサファイア
基板６１上に、ＭＯＣＶＤ（Metal Organic Chemical Vapor Deposition）装置を用いて
、例えば、１０μｍの長さを有するｎ型ＧａＮを結晶成長させて棒状の第１導電型の半導
体コア６４を形成する（コア形成工程）。
【０１１１】
　成長温度を８５０℃程度の温度に設定し、成長ガスとしてトリメチルガリウム（ＴＭＧ
）およびアンモニア（ＮＨ３）を使用し、ｎ型不純物供給用にシラン(ＳｉＨ４)を、さら
に、キャリアガスとして水素(Ｈ２)を供給することによって、Ｓｉを不純物としたｎ型Ｇ
ａＮの半導体コアを、成長させることができる。ｎ型ＧａＮからなる棒状の第１導電型の
半導体コア６４を形成した後は、ウェットエッチングによりニッケルからなる金属触媒粒
６３を除去することが好ましい。
【０１１２】
　ここで、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第１導電型の半導体コア６４を成長したサファイア
基板６１を、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第１導電型の半導体コア６４を成長した温度より
高い温度でアニール処理することが好ましい。アニール温度としては、例えば、８５０℃
より高く、かつ、１２００℃以下である温度を採用することができる。
【０１１３】
　このようにアニール処理を行うことにより、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第１導電型の半
導体コア６４の結晶欠陥を回復して、結晶性を改善することができる。そのため、この後
に行う第１のシェル形成工程で成膜するｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル
の結晶性を更に向上することができる。
【０１１４】
　次に、図１０に示すように、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第１導電型の半導体コア６４の
側面および上面に、例えば２００ｎｍの厚さでｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体
シェル６５を形成する（第１のシェル形成工程）。このｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型
の半導体シェル６５は、ＭＯＣＶＤ装置を用いて、例えば、９００℃で形成することがで
きる。このｎ型ＧａＮ膜はシリコン酸化膜６２上に成膜されてもよく、後に、必要に応じ
て非等方性のドライエッチングによりシリコン酸化膜６２上のｎ型ＧａＮ膜を除去するよ
うにしても良い。
【０１１５】
　このように、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第１導電型の半導体コア６４の側面および上面
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に、改めてｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル６５を形成することにより、
均一で結晶性のよいｎ型ＧａＮ結晶を表面に露出させることができる。
【０１１６】
　次に、図１１に示すように、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル６５の側
面および上面に、例えば５ｎｍの厚さでＩｎＧａＮ膜からなる発光層６６を形成する。こ
のＩｎＧａＮ膜からなる発光層６６は、ＭＯＣＶＤ装置を用いて、例えば、成長温度を７
５０℃程度に設定し、成長ガスとしてＴＭＧ、ＮＨ３およびトリメチルインジウム（ＴＭ
Ｉ）を使用し、キャリアガスとしてＨ２を供給することによって成長させることができる
。
【０１１７】
　このＩｎＧａＮ膜からなる発光層６６は、ＧａＮ膜またはＡｌＧａＮ膜をブロック層と
して複数層積層し、多重量子井戸構造（ＭＱＷ）としてもよい。このＩｎＧａＮ膜は、シ
リコン酸化膜６２上に成膜されてもよく、後に必要に応じて非等方性のドライエッチング
によりシリコン酸化膜６２上のＩｎＧａＮ膜を除去するようにしても良い。
【０１１８】
　次に、図１２に示すように、ＩｎＧａＮ膜からなる発光層６６の側面および上面に、例
えば１００ｎｍの厚さでｐ型ＧａＮ膜からなる第２導電型の半導体シェル６７を形成する
（第２のシェル形成工程）。このｐ型ＧａＮ膜からなる第２導電型の半導体シェル６７は
、ＭＯＣＶＤ装置を用いて、成長温度を例えば８００℃程度に設定し、成長ガスとしてＴ
ＭＧ、ＮＨ３を使用し、ｐ型不純物供給用にビスシクロペンタジエニルマグネシウム（Ｃ
ｐ２Ｍｇ）を、さらにキャリアガスとしてＨ２を供給することによって、上記側面および
上面に成長させることができる。
【０１１９】
　次に、図１３に示すように、シリコン酸化膜６２をフッ化水素酸（ＨＦ）によるウェッ
トエッチングで除去する。これにより、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル
６５の一部が露出する。
【０１２０】
　次に、図１４に示すように、サファイア基板６１と、その表面上に形成した棒状の構造
物とを水などの液体中に浸し、超音波を照射することにより、棒状の構造物を基板から切
り離す（半導体素子切り離し工程）。このようにして、切り離された個々の棒状の構造物
、すなわち、発光ダイオードの機能を有する半導体素子６０を製造する。
【０１２１】
　尚、棒状の第１導電型の半導体コアおよび第１導電型の半導体シェルとしてｎ型のシリ
コンを成長し、発光層を形成せず、第２導電型の半導体シェルとしてｐ型シリコンを成長
させれば、光電変換素子の機能を有する半導体素子を形成することができる。
【０１２２】
　以上のように、上記棒状の半導体素子の製造方法によれば、基板６１上に棒状のコア６
４を形成するコア形成工程と、上記棒状のコア６４を形成した後、第１導電型の半導体シ
ェル６５で覆う第１のシェル形成工程と、上記第１導電型のシェル６５を形成した後、第
２導電型の半導体シェル６７で覆う第２のシェル形成工程とを備えている。
【０１２３】
　このような手順により半導体素子を形成することにより、棒状の半導体コア６４を形成
した後に、第１導電型の半導体シェル６５を形成するので、第１導電型の半導体シェル６
５の表面には均一で結晶性のよい第１導電型の半導体が露出する。したがって、第１導電
型の半導体シェル６７上に形成される発光層６６の結晶性を向上することができる。
【０１２４】
　尚、発光層を形成しない場合には、第１導電型の半導体シェルの表面には均一で結晶性
のよい第１導電型の半導体が露出するから、その後に、第１導電型の半導体シェルを覆う
ように形成される第２導電型の半導体シェルと、その第１導電型の半導体シェルとで良好
な特性を持つＰＮ接合を得ることができる。
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【０１２５】
　また、上記棒状のコア６４は、第１導電型の半導体シェル６５の形成に先立って第１導
電型の半導体シェル６５と独立して別途形成されているので、第１導電型の半導体シェル
６５と無関係に形成されることができて、棒状の半導体素子のコア６４としての機能を果
たすのにふさわしい性質を持たせることができる。
【０１２６】
　したがって、棒状の半導体素子のコアとしての機能と、ＰＮ接合の片側としての機能を
、それぞれ第１導電型の半導体コア６４と、第１導電型の半導体シェル６５とで分担して
、実現することができる。それゆえ、第１導電型の半導体シェル６５と第２導電型の半導
体シェル６７とで構成されるＰＮ接合の特性を良好に保ったまま、棒状の半導体素子の他
の特性も同時に向上させることができて、さらに、製造コストを低減することが可能とな
る。ＰＮ接合の特性が向上することにより、例えば半導体素子を光電変換素子として用い
た場合は変換効率が向上し、発光ダイオードとして用いた場合は発光効率が向上する。
【０１２７】
　また、この方法（手順）によれば、上記コア形成工程は、基板６１上に棒状のコア６４
を成長させることによりなされる。この手順では、基板６１と棒状のコア６４は、棒状の
コア６４の断面積と同じ面積で接することとなる。棒状のコア６４の直径はナノスケール
からマイクロスケールであるから、断面積は小さい。
【０１２８】
　また、この方法によれば、棒状のコア６４は基板６１上に離散的に形成されている。そ
れゆえ、基板６１を構成する物質と、棒状のコア６４を構成する物質の格子定数のミスマ
ッチによる基板６１の反りを抑制することができる。それゆえ、半導体素子を形成するプ
ロセスにおけるフォトリソグラフィ工程の精度を向上することができて、半導体素子の歩
留まりを向上するのが容易となる。
【０１２９】
　また、この方法によれば、上記コア形成工程の後であって、上記第１のシェル形成工程
の前に、上記コア６４を形成する温度よりも高温のアニール処理を行っているから、棒状
の結晶欠陥を回復して結晶性を改善できて、その後に形成される第２導電型の半導体シェ
ル６７や、発光層６６の結晶性を更に改善することができる。尚、この発明では、上記第
１のシェル形成工程の前に、上記コアを形成する温度よりも高温のアニール処理を行わな
くても良い。
【０１３０】
　ところで、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第１導電型の半導体コア６４において導電型を与
える不純物濃度は、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル６５において導電型
を与える不純物濃度より大きいことが好ましい。もしくは、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第
１導電型の半導体コア６４の抵抗率は、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル
６５の抵抗率より小さいことが好ましい。
【０１３１】
　このようにすれば、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル６５上に形成され
るＩｎＧａＮ膜からなる発光層６６の結晶性を向上させることができて、発光効率が向上
させることができると共に、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第１導電型の半導体コア６４の抵
抗を十分に小さくすることができるからである。
【０１３２】
　また、棒状の第１導電型の半導体コア６４を構成する物質のバンドギャップは、発光層
６６を構成する物質のバンドギャップよりも大きいことが好ましい。このような条件を満
たすことにより、発光層６６で発生した光が棒状のコア６４または第１導電型の半導体シ
ェル６５で吸収されることがないため、発光ダイオードの発光効率を高くすることができ
るからである。上記の例では、棒状の第１導電型の半導体コア６４はｎ型ＧａＮからなり
、発光層６６はＩｎＧａＮからなるため、上記条件を満たしている。
【０１３３】
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　図１５～図１７は、第４実施形態の半導体素子を製造することができる他の手順を説明
する図である。
【０１３４】
　本変形例が、図６～図１４に示した手順と異なるのは、棒状の第１導電型の半導体コア
を成長させる際に触媒となる金属触媒粒を用いない点のみである。本変形例の説明では、
上記方法と同様の手続きは、原則説明を省略する。
【０１３５】
　まず、図１５に示すように、開口部が設けられたシリコン酸化膜７２を、サファイア基
板７１上に形成する。これは、図７で説明した手続きと全く同様である。
【０１３６】
　次に、図１６に示すように、シリコン酸化膜７２の開口部に対応する露出したサファイ
ア基板７１上に、ＭＯＣＶＤ装置を用いて、例えば、１０μｍの長さのｎ型ＧａＮを結晶
成長させて、棒状の第１導電型の半導体コア７４を形成する（コア形成工程）。この際に
、金属触媒粒を用いないので、結晶成長は、１０５０℃程度の比較的に高い温度で行う必
要がある。
【０１３７】
　次に、図１７に示すように、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第１導電型の半導体コア７４の
側面および上面に、例えば、２００ｎｍの厚さでｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導
体シェル７５を形成する（第１のシェル形成工程）。
【０１３８】
　以下の工程は、図１１～図１４に示した手順と全く同様である。
【０１３９】
　この変形例では、棒状の第１導電型の半導体コア７４を成長させる際に触媒となる金属
触媒粒を用いないので、金属による汚染がなく、棒状の第１導電型の半導体コア７４を改
善することができる。したがって、棒状の第１導電型の半導体コア７４上に形成される第
１導電型の半導体シェル７５や第２導電型の半導体シェルの結晶性をさらに向上させるこ
とが可能となる。
【０１４０】
　（第５実施形態）
　図１８は、本発明の第５実施形態の半導体素子５０の長手方向の断面図である。
【０１４１】
　図１８に示すように、この半導体素子５０は、棒状の第１導電型の半導体コア５１の側
面および一端を、第１導電型の半導体シェル５２が覆っている。そして、第１導電型の半
導体シェル５２の表面を、発光層５４が覆っている。更に、発光層５４の表面を、第２導
電型の半導体シェル５３が覆っている。半導体素子５０が、図５に示す半導体素子４０と
異なる点は、第１導電型の半導体シェル５２、発光層５４および第２導電型の半導体シェ
ル５３が、第１導電型の半導体シェル５２の表面全てを覆っていることである。そのため
、第１導電型の半導体コア５１に電極を接続しようとする場合は、半導体素子５０の他端
（図１８では半導体素子５０の左側）で第１導電型の半導体コア５１が露出した部分に電
極を接続するか、第２導電型の半導体シェル５３および発光層５４の一部を除去して第１
導電型の半導体シェル５２を露出させ、この露出した部分に電極を接続する必要がある。
この半導体素子５０を構成する具体的な材料、大きさ、用途、得られる効果等は、第４実
施形態の半導体素子４０と同様である。
【０１４２】
　図１９～図２３は、上記第５実施形態の半導体素子（図１８参照）の製造方法の一例を
説明するための図であり、その半導体素子を形成する手順の一例を示す図である。
【０１４３】
　尚、第２実施形態の半導体素子（図３参照）は、以下に説明する方法においてシェルの
形成回数を変えることにより、以下に説明する方法と同様の方法により形成されることが
できる。
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【０１４４】
　ここでは、例としてガリウムナイトライドからなる半導体素子を形成する手順を示すが
、他の材料からなる半導体素子も、以下に説明する手順と同様の手順により形成されるこ
とができる。
【０１４５】
　まず、図１９に示すように、サファイア基板８１の表面上にｎ型ＧａＮ膜８２を形成す
る。ここで、ｎ型ＧａＮ膜８２は、例えば、ＭＯＣＶＤ装置で形成されることができ、例
えば１０μｍの厚さに成膜されることができる。
【０１４６】
　次に、図２０に示すように、ｎ型ＧａＮ膜８２にシリコン酸化膜を堆積し、フォトリソ
グラフィ工程によりパターニングしてシリコン酸化膜からなるハードマスク８３を形成す
る。シリコン酸化膜は、例えばＣＶＤ法により、１μｍの厚さで堆積されることができ、
また、シリコン酸化膜からなるハードマスク８３は、例えば、直径１μｍの円形、三角形
、四角形、六角形などで構成されることができる。
【０１４７】
　次に、図２１に示すように、シリコン酸化膜からなるハードマスク８３をマスクとして
、非等方的なドライエッチングによって、ｎ型ＧａＮ膜をエッチングし、ｎ型ＧａＮから
なる棒状の第１導電型の半導体コア８４を形成する（コア形成工程）。シリコン酸化膜か
らなるハードマスク８３の形状を変えることにより、棒状の第１導電型の半導体コア８４
の断面形状を自由に変えることができる。したがって、例えば、ｎ型ＧａＮ膜８２の表面
が、ｃ面となるように成長させておけば、シリコン酸化膜からなるハードマスク８３を三
角形とすることにより、棒状の第１導電型の半導体コア８４の全ての側面を非極性面（ａ
面やｍ面）とすることができる。
【０１４８】
　ここで、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第１導電型の半導体コア８４を形成したサファイア
基板８１をアニール処理することが好ましい。アニール温度は、例えば、７００℃～１２
００℃以下とすることができる。これにより、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第１導電型の半
導体コア８４の結晶欠陥を回復して、結晶性を改善することができる。したがって、この
後に行う第１のシェル形成工程で成膜するｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェ
ルの結晶性を更に向上することができる。
【０１４９】
　あるいは、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第１導電型の半導体コア８４を形成したサファイ
ア基板８１を、例えば、１５０℃の熱リン酸に浸して、上記コア形成工程のエッチングに
より生じた結晶欠陥層を選択的に除去することができる。この場合も、ｎ型ＧａＮからな
る棒状の第１導電型の半導体コア８４の結晶欠陥を回復して、結晶性を改善することがで
きる。したがって、この後に行う第１のシェル形成工程で成膜するｎ型ＧａＮ膜からなる
第１導電型の半導体シェルの結晶性を更に向上することができる。
【０１５０】
　次に、図２２に示すように、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第１導電型の半導体コア８４の
側面および上面に、例えば２００ｎｍの厚さでｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体
シェル８５を形成する（第１のシェル形成工程）。このように、ｎ型ＧａＮからなる棒状
の第１導電型の半導体コア８４の側面および上面に、改めてｎ型ＧａＮ膜からなる第１導
電型の半導体シェル８５を形成することにより、均一で結晶性のよいｎ型ＧａＮ結晶を表
面に露出させることができる。特に、本方法（手順）では、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第
１導電型の半導体コア８４が、エッチングにより形成されているため、エッチングダメー
ジを受けている。したがって、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル８５を形
成することにより、第１導電型の半導体表面の結晶欠陥を減らす効果が大きくなる。
【０１５１】
　その後、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル８５の側面および上面に、例
えば５ｎｍの厚さでＩｎＧａＮ膜からなる発光層８６を形成する。更に、ＩｎＧａＮ膜か
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らなる発光層８６の側面および上面に、例えば１００ｎｍの厚さでｐ型ＧａＮ膜からなる
第２導電型の半導体シェル８７を形成する（第２のシェル形成工程）。棒状の第１導電型
の半導体コア８４、ＩｎＧａＮ膜からなる発光層８６およびｐ型ＧａＮ膜からなる第２導
電型の半導体シェル８７の形成条件は、第４実施形態の半導体素子を形成する手順におけ
るものと同様でよい。
【０１５２】
　次に、図２３に示すように、サファイア基板８１とその表面上に形成した棒状の構造物
を水などの液体中に浸し、超音波を照射することにより、棒状の構造物を基板から切り離
す（半導体素子切り離し工程）。このようにして、個々の棒状の構造物、すなわち、発光
ダイオードの機能を有する半導体素子８０を形成する。
【０１５３】
　尚、棒状の第１導電型の半導体コアおよび第１導電型の半導体シェルとしてｎ型のシリ
コンを成長し、発光層を形成せずに、第２導電型の半導体シェルとしてｐ型シリコンを成
長させれば、光電変換素子の機能を有する半導体素子を形成することができる。
【０１５４】
　上記棒状の半導体素子を形成する方法（手順）によれば、基板８１上に棒状のコア８４
を形成するコア形成工程と、上記棒状のコア８４を形成した後、第１導電型の半導体シェ
ル８５で覆う第１のシェル形成工程と、第１導電型のシェル８５を形成した後、第１導電
型のシェル８５を直接または間接的に第２導電型の半導体シェル８７で覆う第２のシェル
形成工程とを備えている。
【０１５５】
　ここで、このような方法により、棒状の半導体コア８４を形成した後に、第１導電型の
半導体シェル８５を形成すれば、第１導電型の半導体シェル８５の表面に、均一で結晶性
のよい第１導電型の半導体を露出させることができる。したがって、第１導電型の半導体
シェル８５上に形成される発光層８６の結晶性を向上することができる。
【０１５６】
　尚、棒状の半導体コアを形成した後に、第１導電型の半導体シェルを形成すれば、第１
導電型の半導体シェルの表面に、均一で結晶性のよい第１導電型の半導体を露出させるこ
とができる。したがって、第１導電型の半導体シェル上に発光層を形成しない場合には、
第１導電型の半導体シェルと、第１導電型の半導体シェルを覆うように形成される第２導
電型の半導体シェルとで、良好な特性を持つＰＮ接合を得ることができる。
【０１５７】
　また、上記棒状のコアは、第１導電型の半導体シェルの形成に先立って別途形成されて
いるので、棒状の半導体素子のコアとしての機能を果たすのにふさわしい性質を持たせる
ことができる。したがって、棒状の半導体素子のコアとしての機能と、ＰＮ接合の片側と
しての機能を、それぞれ第１導電型の半導体コアと第１導電型の半導体シェルとが分担し
て、果たすことができる。それゆえ、第１導電型の半導体シェルと第２導電型の半導体シ
ェルとで構成されるＰＮ接合の特性を良好に保ったまま、棒状の半導体素子の他の特性も
同時に向上し、または製造のコストを低減することが可能となる。ＰＮ接合の特性が向上
することにより、例えば半導体素子を光電変換素子として用いた場合は変換効率が向上し
、発光ダイオードとして用いた場合は発光効率が向上する。
【０１５８】
　また、この手順によれば、上記コア形成工程は、コアを構成する物質からなる基板表面
の一部をエッチングすることによりなされる。この手順では、フォトリソグラフィにより
棒状のコアの断面形状を自由に変えることが可能となる。したがって、例えば、棒状のコ
アの側面の結晶方位を好ましいものとして、半導体素子の特性を向上させることが可能と
なる。
【０１５９】
　また、上記コア形成工程の後であって、上記第１のシェル形成工程の前に、アニール処
理を行なうことが好ましい。これにより、棒状のコアの結晶欠陥を回復して、結晶性を改
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善することができる。そのため、この後に行う第１のシェル形成工程で成膜する第１導電
型の半導体シェルの結晶性を更に向上することができる。
【０１６０】
　あるいは、上記コア形成工程の後であって、上記第１のシェル形成工程の前に、コア形
成工程で形成されたコアの一部をウェットエッチングにより除去することが好ましい。こ
れによってもまた、棒状のコアの結晶欠陥を回復して、結晶性を改善することができる。
そのため、この後に行う第１のシェル形成工程で成膜する第１導電型の半導体シェルの結
晶性を更に向上することができる。
【０１６１】
　ところで、上記コア形成工程の後であって、上記第１のシェル形成工程の前に、上記コ
アを形成する温度よりも高温のアニール処理を行なうことが好ましい。それにより、棒状
の結晶欠陥を回復して結晶性を改善できるので、その後に形成される第２導電型の半導体
シェルや発光層の結晶性を更に改善することができる。
【０１６２】
　ところで、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第１導電型の半導体コア８４において導電型を与
える不純物濃度は、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル８５において導電型
を与える不純物濃度より大きいことが好ましい。もしくは、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第
１導電型の半導体コア８４の抵抗率は、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル
８５の抵抗率より小さいことが好ましい。これにより、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型
の半導体シェル８５上に形成されるＩｎＧａＮ膜からなる発光層８６の結晶性が向上し、
発光効率が向上するとともに、ｎ型ＧａＮからなる棒状の第１導電型の半導体コア８４の
抵抗を十分に小さくすることができる。
【０１６３】
　また、棒状の第１導電型の半導体コア８４を構成する物質のバンドギャップは、発光層
８６を構成する物質のバンドギャップよりも大きいことが好ましい。このような条件を満
たすことにより、発光層８６で発生した光が棒状のコアまたは第１導電型の半導体コアで
吸収されることがないため、発光ダイオードの発光効率を高くすることができる。上記の
例では、棒状の第１導電型の半導体コア８４はｎ型ＧａＮからなり、発光層８６はＩｎＧ
ａＮからなるため、上記条件を満たしている。
【０１６４】
　（第６実施形態）
　図２４は、本発明の第６実施形態の太陽電池の断面図である。
【０１６５】
　この太陽電池は、本発明の一実施形態の半導体素子１５０を複数備えている。詳しくは
、この太陽電池１００は、サファイア基板１０１上に、下部電極となるｎ型シリコン層１
０２が形成されている。ｎ型シリコン層１０２上には、開口部が設けられたシリコン酸化
膜１０３が形成されており、開口部から棒状のｎ型シリコンからなる第１導電型の半導体
コア１０４が直立し、下部電極となるｎ型シリコン層１０２と電気的に接続されている。
ｎ型シリコンからなる第１導電型の半導体コア１０４の側面および上面には、ｎ型シリコ
ン膜からなる第１導電型の半導体シェル１０５と、ｐ型シリコン膜からなる第２導電型の
半導体シェル１０６が、この順で積層されている。上記半導体シェル１０５および半導体
シェル１０６は、半導体コア１０４の側面および上面を覆っている。
【０１６６】
　棒状のｎ型シリコンからなる第１導電型の半導体コア１０４、ｎ型シリコン膜からなる
第１導電型の半導体シェル１０５およびｐ型シリコン膜からなる第２導電型の半導体シェ
ル１０６とで、光電変換素子の機能を有する半導体素子１５０を構成している。
【０１６７】
　複数の半導体素子１５０は、サファイア基板１０１上に離散的に形成されており、複数
の半導体素子１５０の隙間および上方には、ＩＴＯからなる透明電極１０７が充填されて
いる。また、上記透明電極１０７上の一部には、上部電極となる金属電極１０９が形成さ
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れている。
【０１６８】
　棒状のｎ型シリコンからなる第１導電型の半導体コア１０４の直径は、例えば、５００
ｎｍとすることができる。また、ｎ型シリコン膜からなる第１導電型の半導体シェル１０
５の厚さは、例えば、２００ｎｍとすることができる。また、ｐ型シリコン膜からなる第
２導電型の半導体シェル１０６の厚さは、例えば、２００ｎｍとすることができる。
【０１６９】
　棒状のｎ型シリコンからなる第１導電型の半導体コア１０４は、例えば、ｎ型を与える
リン原子の濃度を１×１０１９個ｃｍ－３とすることができる。また、ｎ型シリコン膜か
らなる第１導電型の半導体シェル１０５は、例えば、ｎ型を与えるリン原子の濃度を１×
１０１７個ｃｍ－３とすることができる。尚、このとき、棒状のｎ型シリコンからなる第
１導電型の半導体コア１０４の抵抗率は、６×１０－３Ωｃｍとなり、ｎ型シリコン膜か
らなる第１導電型の半導体シェル１０５の抵抗率は、９×１０－２Ωｃｍとなる。
【０１７０】
　上記ｎ型シリコン膜からなる第１導電型の半導体シェル１０５の結晶欠陥密度は、棒状
のｎ型シリコンからなる第１導電型の半導体コア１０４の結晶欠陥よりも小さくなってい
る。したがって、この太陽電池は、ｎ型シリコン膜からなる第１導電型の半導体シェル１
０５と、ｐ型シリコン膜からなる第２導電型の半導体シェル１０６とで構成されるＰＮ接
合の電気特性を良好に保つことができるから、棒状のｎ型シリコンからなる第１導電型の
半導体コア１０４の電気抵抗を小さくすることできて、太陽電池の変換効率を向上させる
ことができる。
【０１７１】
　図２５～図２８は、上記第６実施形態の太陽電池の製造方法の一例を説明するための図
であり、その太陽電池を形成する手順の一例を示す図である。
【０１７２】
　まず、図２５を参照して、サファイア基板１０１を準備する。
【０１７３】
　次に、図２６に示すように、サファイア基板１０１上に、ｎ型のシリコン層（膜）１０
２をＣＶＤ法により、例えば２００ｎｍの厚さでエピタキシャル成長する。
【０１７４】
　次に、図２７に示すように、ｎ型のシリコン層１０２上に、開口部を設けたシリコン酸
化膜１０３を形成し、開口部からｎ型シリコンからなる棒状の第１導電型の半導体コア１
０４をＣＶＤ法により成長する（コア成長工程）。ｎ型シリコンからなる棒状の第１導電
型の半導体コア１０４を成長させる際、成長を促進させるため金からなる触媒金属粒を開
口部に形成しておいてもよい。
【０１７５】
　その後、ｎ型シリコンからなる棒状の第１導電型の半導体コア１０４の側面および上面
に、ｎ型シリコンからなる第１導電型の半導体シェル１０５を形成する（第１のシェル形
成工程）。そして、ｎ型シリコンからなる第１導電型の半導体シェル１０５の側面および
上面に、ｐ型シリコンからなる第２導電型の半導体シェル１０６を形成する（第２のシェ
ル形成工程）。
【０１７６】
　ここで、棒状のｎ型シリコンからなる第１導電型の半導体コア１０４、ｎ型シリコン膜
からなる第１導電型の半導体シェル１０５およびｐ型シリコン膜からなる第２導電型の半
導体シェル１０６とで、光電変換素子の機能を有する半導体素子１５０を構成している。
【０１７７】
　次に、図２８に示すように、複数の半導体素子１５０の間および上方を埋めるように、
スパッタ法またはＣＶＤ法でＩＴＯ層からなる透明電極１０７を形成する。そして、透明
電極１０７の上に金属層をパターニングして上部電極となる金属電極１０９を形成して、
太陽電池１００が完成する。本実施形態の太陽電池は、光電変換素子の機能を有する本発
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明の一実施形態の半導体素子１５０を備えている。それゆえ、太陽電池の変換効率を向上
させることができるのである。
【０１７８】
　（第７実施形態）
　図２９は、本発明の第７実施形態の発光ダイオードの断面図である。
【０１７９】
　この発光ダイオードは、本発明の一実施形態の半導体素子２５０を複数備えている。詳
しくは、この発光ダイオード２００は、サファイア基板２０１上に、下部電極となるｎ型
ＧａＮ層２０２が形成されている。ｎ型ＧａＮ層２０２上には、開口部が設けられたシリ
コン酸化膜２０３が形成されており、開口部から棒状のｎ型ＧａＮからなる第１導電型の
半導体コア２０４が直立し、下部電極となるｎ型ＧａＮ層２０２と電気的に接続されてい
る。棒状のｎ型ＧａＮからなる第１導電型の半導体コア２０４の側面および上面には、ｎ
型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル２０５と、ＩｎＧａＮ膜からなる発光層２
１０と、ｐ型ＧａＮ膜からなる第２導電型の半導体シェル２０６が、この順で積層されて
いる。上記半導体シェル２０５、発光層２１０および半導体シェル２０６は、半導体コア
２０４の側面および上面を覆っている。
【０１８０】
　棒状のｎ型ＧａＮからなる第１導電型の半導体コア２０４、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１
導電型の半導体シェル２０５、ＩｎＧａＮ膜からなる発光層２１０およびｐ型ＧａＮ膜か
らなる第２導電型の半導体シェル２０６とで、光電変換素子の機能を有する半導体素子２
５０を構成している。
【０１８１】
　複数の半導体素子２５０は、サファイア基板２０１上に離散的に形成されており、複数
の半導体素子２５０の隙間および上方には、ＩＴＯからなる透明電極２０７が充填されて
いる。また、上記透明電極２０７上の一部には、上部電極となる金属電極２０９が形成さ
れている。
【０１８２】
　ここで、棒状のｎ型ＧａＮからなる第１導電型の半導体コア２０４の直径は、例えば、
１μｍとすることができる。また、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル２０
５の厚さは、例えば、４００ｎｍとすることができる。また、ＩｎＧａＮ膜からなる発光
層２１０の厚さは、例えば、５ｎｍとすることができる。また、ｐ型ＧａＮ膜からなる第
２導電型の半導体シェル２０６の厚さは、例えば、２００ｎｍとすることができる。
【０１８３】
　また、棒状のｎ型ＧａＮからなる第１導電型の半導体コア２０４は、例えば、ｎ型を与
えるシリコン原子の濃度を１×１０１９個ｃｍ－３とすることができる。また、ｎ型Ｇａ
Ｎ膜からなる第１導電型の半導体シェル２０５は、例えば、ｎ型を与えるシリコン原子の
濃度を１×１０１７個ｃｍ－３とすることができる。
【０１８４】
　このとき、棒状のｎ型ＧａＮからなる第１導電型の半導体コア２０４の抵抗率は、約２
×１０－３Ωｃｍとなり、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル２０５の抵抗
率は、約３×１０－１Ωｃｍとなる。また、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シ
ェル２０５の結晶欠陥密度は、棒状のｎ型ＧａＮからなる第１導電型の半導体コア２０４
の結晶欠陥よりも小さくなる。したがって、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シ
ェル２０５と、ｐ型ＧａＮ膜からなる第２導電型の半導体シェル２０６とで構成されるＰ
Ｎ接合の電気特性を良好に保つことができるから、棒状のｎ型ＧａＮからなる第１導電型
の半導体コア２０４の電気抵抗を小さくすることができて、発光ダイオードの発光効率を
向上させることができる。本実施形態の発光ダイオードは、発光ダイオードの機能を有す
る本発明の一実施形態の半導体素子２５０を備えている。それゆえ、発光ダイオードの発
光効率を向上させることができるのである。
【０１８５】
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　（第８実施形態）
　図３０は、本発明の第８実施形態の発光ダイオードの模式断面図である。
【０１８６】
　この発光ダイオードは、本発明の一実施形態の半導体素子３５０Ａ,Ｂを複数備えてい
る。詳しくは、この発光ダイオード３００は、ガラス基板３１１上に、複数の発光ダイオ
ード素子３５０Ａ、３５０Ｂが配置されている。発光ダイオード素子３５０Ａ、３５０Ｂ
は、その端部における形状が僅かに異なるが、これはガラス基板３１１上に発光ダイオー
ド素子を配置するときに２通りの向きが許されることによる。しかしながら、この違いは
本実施形態の発光ダイオードの動作に影響を与えるものではない。
【０１８７】
　発光ダイオード素子３５０Ａ、３５０Ｂは、それぞれ棒状のｎ型ＧａＮからなる第１導
電型の半導体コア３０４、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル３０５、Ｉｎ
ＧａＮ膜からなる発光層３１０およびｐ型ＧａＮ膜からなる第２導電型の半導体シェル３
０６で構成されている。
【０１８８】
　棒状のｎ型ＧａＮからなる第１導電型の半導体コア３０４の直径は、例えば、１μｍと
することができる。また、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル３０５の厚さ
は、例えば、４００ｎｍとすることができる。また、ＩｎＧａＮ膜からなる発光層３１０
の厚さは、例えば、５ｎｍとすることができる。また、ｐ型ＧａＮ膜からなる第２導電型
の半導体シェル３０６の厚さは、例えば、２００ｎｍとすることができる。
【０１８９】
　また、棒状のｎ型ＧａＮからなる第１導電型の半導体コア３０４は、例えば、ｎ型を与
えるシリコン原子の濃度を１×１０１９個ｃｍ－３とすることができる。また、ｎ型Ｇａ
Ｎ膜からなる第１導電型の半導体シェル３０５は、例えば、ｎ型を与えるシリコン原子の
濃度を１×１０１７個ｃｍ－３とすることができる。
【０１９０】
　このとき、棒状のｎ型ＧａＮからなる第１導電型の半導体コア３０４の抵抗率は、約２
×１０－２Ωｃｍとなり、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シェル３０５の抵抗
率は、約３×１０－１Ωｃｍとなる。また、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シ
ェル３０５の結晶欠陥密度は、棒状のｎ型ＧａＮからなる第１導電型の半導体コア３０４
の結晶欠陥よりも小さくなる。したがって、ｎ型ＧａＮ膜からなる第１導電型の半導体シ
ェル３０５と、ｐ型ＧａＮ膜からなる第２導電型の半導体シェル３０６とで構成されるＰ
Ｎ接合の電気特性を良好に保つことができるから、棒状のｎ型ＧａＮからなる第１導電型
の半導体コア３０４の電気抵抗を小さくすることができて、発光ダイオード素子の発光効
率を向上させることができる。
【０１９１】
　尚、発光ダイオード素子３５０Ａ、３５０Ｂの数は、必要とされる光量に応じて変える
ことができる。発光ダイオード素子の大きさとして上記記載の大きさを採用すれば、例え
ば、１，０００個～１００，０００個の発光ダイオード素子を１つのガラス基板上に配置
すれば好ましい光量を獲得できる。
【０１９２】
　ガラス基板３１１上には、第１の電極３１２および第２の電極３１３が形成されている
が、これは後述のように、発光ダイオード素子３５０Ａ、３５０Ｂをガラス基板３１１上
の所定の位置に配置するために形成されたものである。上記ガラス基板３１１および発光
ダイオード素子３５０Ａ、３５０Ｂ上には、シリコン酸化膜からなる層間絶縁膜３１４が
形成されており、層間絶縁膜３１４に開口したコンタクト孔を介して、金属配線３１５、
３１６が、発光ダイオード素子３５０Ａ、３５０Ｂと電気的に接続されている。金属配線
３１５、３１６間に電圧を与えることにより、発光ダイオード素子３５０Ａ、３５０Ｂを
発光させるようになっている。
【０１９３】
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　図３１～図３９は、上記第８実施形態の発光ダイオードの製造方法の一例を説明するた
めの図であり、その発光ダイオードを形成する手順の一例を示す図である。
【０１９４】
　発光ダイオードの製造にあたって、先ず、上記第５実施形態の発光ダイオード素子を、
図１９～図２３で説明した手順に従って作成する。詳しくは、この発光ダイオード素子を
、上述のように、第１の基板上に複数の棒状のコアを形成するコア形成工程と、上記複数
の棒状のコアを形成した後、第１導電型の半導体シェルで覆う第１のシェル形成工程と、
上記第１導電型のシェルを形成した後、第２導電型の半導体シェルで覆う第２のシェル形
成工程と、上記棒状のコア、第１導電型の半導体シェルおよび第２導電型の半導体シェル
を備えた複数の棒状半導体素子を上記基板から切り離す半導体素子切り離し工程とを経て
形成する。
【０１９５】
　次に、図３１に示すように、上記第１の基板とは別の第２の基板となるガラス基板３１
１の表面に、第１、第２の電極３１２、３１３を形成する。第１、第２の電極３１２、３
１３は、フォトリソグラフィまたは印刷技術を利用して形成することができる。なお、図
３１では省略されているが、金属電極３１２、３１３には、外部から電位が与えられるよ
うに、パッドが形成されている。
【０１９６】
　次に、金属電極３１２、３１３が、対向する部分に、上記予め作製した発光ダイオード
素子を配列する（半導体素子配列工程）。図３１では、図を見やすくするため、発光ダイ
オード素子を配列する配列領域を８×３個としているが、実際は任意の個数の配列領域と
することができる。
【０１９７】
　図３２は、図３１のＸＩＸ－ＸＩＸ線から見た断面模式図である。
【０１９８】
　まず、図３２に示すように、ガラス基板３１１上に、発光ダイオード素子３５０を含ん
だイソプロピルアルコール（ＩＰＡ）３２１を薄く塗布する。塗布する材料は、ＩＰＡ３
２１の他に、エチレングリコール、プロピレングリコール、メタノール、エタノール、ま
たは、アセトンであっても良く、または、それらの二以上の材質の混合物で合っても良く
、または、ＩＰＡとそれらのうちの材質の一以上の材質の混合物であっても良い。また、
ＩＰＡ３２１の替わりに、他の有機物からなる液体、水などを用いることができる。なお
、上述のように、発光ダイオード素子３５０は、上記第５実施形態の半導体素子（図６参
照）である。
【０１９９】
　ここで、液体を通じて金属電極３１２、３１３間に大きな電流が流れてしまうと、金属
電極３１２、３１３間に所望の電圧差を印加できなくなってしまう。そのような場合には
、金属電極３１２、３１３を覆うように、ガラス基板３１１表面全体に、１０ｎｍ～３０
ｎｍ程度の絶縁膜をコーティングすればよい。
【０２００】
　発光ダイオード素子３５０を含むＩＰＡ３２１を塗布する厚さは、次に発光ダイオード
素子３５０を配列する工程で、発光ダイオード素子３５０が配列できるよう、液体中で発
光ダイオード素子３５０が移動できる厚さである。したがって、ＩＰＡ３２１を塗布する
厚さは、発光ダイオード素子３５０の太さ以上であり、例えば、数μｍ～数ｍｍとするこ
とができる。塗布する厚さは、薄すぎると、発光ダイオード素子３５０が移動し難くなり
、逆に、厚すぎると、液体を乾燥する時間が長くなる。尚、ＩＰＡの量に対して、発光ダ
イオード素子３５０の量は、１×１０４本ｃｍ－３～１×１０７本ｃｍ－３が好ましい。
【０２０１】
　発光ダイオード素子３５０を含むＩＰＡ３２１を塗布するために、発光ダイオード素子
３５０を配列させる金属電極の外周囲に枠を形成し、その枠内に発光ダイオード素子３５
０を含むＩＰＡ３２１を所望の厚さになるように充填してもよい。しかしながら、発光ダ
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イオード素子３５０を含むＩＰＡ３２１が粘性を有する場合は、枠を必要とせずに、所望
の厚さに塗布することが可能である。
【０２０２】
　図３２を参照して、次に、金属電極３１２、３１３間に、例えば、１Ｖの電位差を与え
る。金属電極３１２、３１３の電位差は、０．１～１０Ｖを印加することができるが、０
．１Ｖ以下では、棒発光ダイオード素子３５０の配列が悪くなり、１０Ｖ以上では、金属
電極間の絶縁が問題になり始める。したがって、１～５Ｖが好ましく、更には、１Ｖ程度
とするのが好ましい。
【０２０３】
　図３３は、上記発光ダイオード素子３５０が金属電極３１２、３１３上に配列する原理
を示している。図３３に示すように、金属電極３１２に電位ＶLを印加し、金属電極３１
３に電位ＶR(ＶL＜ＶR)を印加すると、金属電極３１２には負電荷が誘起され、金属電極
３１３には正電荷が誘起される。そこに発光ダイオード素子３５０が接近すると、棒状の
発光ダイオード素子３５０において、金属電極３１２に近い側に正電荷が誘起され、金属
電極３１３に近い側に負電荷が誘起される。この発光ダイオード素子３５０に電荷が誘起
されるのは静電誘導による。すなわち、電界中に置かれた発光ダイオード素子３５０は、
内部の電界が０となるまで表面に電荷が誘起されることによる。その結果、各電極３１２
,３１３と、発光ダイオード素子３５０との間に静電力により引力が働き、発光ダイオー
ド素子３５０は、金属電極３１２、３１３間に生じる電気力線に沿うように向きを揃え、
電極３１２、３１３を架橋するように配列する。
【０２０４】
　金属電極３１２、３１３が絶縁膜で覆われる場合は、絶縁膜上に電荷が誘起されること
により次第に液体中の電界が弱まるため、安定して発光ダイオード素子３５０を電極３１
２、３１３上の位置に留めることができない。そのような場合は、図３４に示すように、
金属電極３１２、３１３間に、ＡＣ電圧を印加することが好ましい。
【０２０５】
　詳しくは、図３４に示す例においては、金属電極３１３に、基準電位を、金属電極３１
２には、振幅ＶＰＰＬ／２のＡＣ電圧を印加している。こうすることにより、発光ダイオ
ード素子３５０を安定して電極３１２、３１３上に配列することができる。なお、この場
合の金属電極３１２に与える交流電圧の周波数は、１０Ｈｚ～１ＭＨｚとするのが好まし
く、５０Ｈｚ～１ｋＨｚとするのが最も配列が安定し、より好ましい。さらに、金属電極
３１２、３１３間に印加するＡＣ電圧は、正弦波に限らず、矩形波、三角波、ノコギリ波
など、周期的に変動するものであればよい。なお、ＶＰＰＬは１Ｖ程度とするのが好まし
かった。
【０２０６】
　次に、金属電極３１２、３１３上に、発光ダイオード素子３５０を配列させた後、ガラ
ス基板３１１を加熱することにより、液体を蒸発させて乾燥させ、発光ダイオード素子３
５０を、金属電極３１２、３１３を架橋するように配列させて固着させる。
【０２０７】
　図３５は、発光ダイオード素子３５０を配列したガラス基板３１１の平面図を示してい
る。また、図３６は、発光ダイオード素子３５０を配列したガラス基板３１１の断面図を
示している。図３６において、発光ダイオード素子３５０Ａは、棒状のｎ型ＧａＮからな
る第１導電型のコアが露出した側が左側を向いた状態で配列しており、発光ダイオード素
子３５０Ｂは、露出した側が右側を向いた状態で配列している。これは、これは金属電極
３１２、３１３上に発光ダイオード素子を配置するときに２通りの向きが許されることに
よる。
【０２０８】
　次に、ガラス基板３１１上の所定の位置に配列した発光ダイオード素子３５０Ａ、３５
０Ｂの配線を行う。図３７に示すように、ガラス基板３１１上に、発光ダイオード素子３
５０Ａ、３５０Ｂの一部が露出するようにフォトレジスト３１７をパターニングする。そ
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して、フォトレジスト３１７の開口部において、ＩｎＧａＮ膜からなる発光層３１０およ
びｐ型ＧａＮ膜からなる第２導電型の半導体シェル３０６をエッチングにより除去する。
このエッチングは、等方性の強いドライエッチが適当である。その後、フォトレジスト３
１７を除去する。
【０２０９】
　次に、図３８に示すように、ガラス基板３１１上に層間絶縁膜３１４を塗布する。層間
絶縁膜３１４は、例えば、シリコン酸化膜を２μｍ塗布することによって形成できる。
【０２１０】
　次に、図３９に示すように、層間絶縁膜３１４に開口部を設ける。その後、スパッタ法
等により金属を堆積することにより、層間絶縁膜３１４の開口部を埋めるとともに、層間
絶縁膜３１４上に金属膜を形成する。この金属膜をフォトリソグラフィによりパターニン
グして金属配線３１５、３１６を形成し、発光ダイオード素子３５０Ａ、３５０Ｂを配線
して、発光ダイオード３００が完成する。
【０２１１】
　以上のように、本実施の形態の発光ダイオードは、発光ダイオードの機能を有する本発
明の一実施形態の発光ダイオード素子３５０Ａ、３５０Ｂを備えている。それゆえ、発光
ダイオードの発光効率を向上させることができる。
【０２１２】
　上記実施形態の発光ダイオードは、発光ダイオード素子３５０Ａ、３５０Ｂの基板とは
異なる基板３１１と、その基板３１１上に配置された本発明の一実施形態の半導体素子で
ある発光ダイオード素子３５０Ａ、３５０Ｂと、その発光ダイオード素子３５０Ａ、３５
０Ｂを電気的に接続する配線３１５、３１６とを備えている。それゆえ、上記基板３１１
上において、発光ダイオード素子（発光ダイオードの機能を有する半導体素子）３５０Ａ
、３５０Ｂの配置間隔を自由に設定することができる。
【０２１３】
　したがって、発光ダイオードの機能を有する半導体素子である発光ダイオード素子３５
０Ａ、３５０Ｂを、所定の位置に正確に配置することができるから、発光ダイオード素子
３５０Ａ、３５０Ｂを効率よく基板に逃がすことができると共に、発光ダイオードの温度
上昇を抑制することができる。したがって、発光ダイオードの効率と信頼性を共に向上す
ることができる。
【０２１４】
　また、上記発光ダイオードを形成する上記手順は、第１の基板上に複数の棒状のコアを
形成するコア形成工程と、上記複数の棒状のコアを形成した後、第１導電型の半導体シェ
ルで覆う第１のシェル形成工程と、上記第１導電型のシェルを形成した後、第２導電型の
半導体シェルで覆う第２のシェル形成工程と、上記棒状のコア、第１導電型の半導体シェ
ルおよび第２導電型の半導体シェルを備えた複数の半導体素子を上記基板から切り離す半
導体素子切り離し工程と、上記複数の半導体素子を第２の基板上に配置する半導体素子配
列工程を備えている。
【０２１５】
　上記手順によれば、半導体素子は、上記第１の基板上で、棒状のコアが形成された後、
第１導電型の半導体シェルおよび第２導電型のシェルで覆われる。したがって、単位基板
面積当りのＰＮ接合面積、すなわち、発光面積を非常に大きくして製造コストを低減する
ことができる。
【０２１６】
　更には、第１導電型の半導体シェルと第２導電型の半導体シェルとで良好な特性を持つ
ＰＮ接合を得ることができるのみならず、上記棒状のコアは第１導電型の半導体シェルの
形成に先立って別途形成されているので、棒状の半導体素子のコアとしての機能を果たす
のにふさわしい性質を持たせることができる。それゆえ、第１導電型の半導体シェルと第
２導電型の半導体シェルとで構成されるＰＮ接合の特性を良好に保ったまま、棒状の半導
体素子の他の特性も同時に向上することができる。
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【０２１７】
　更に、また、上記第１の基板とは別の上記第２の基板上に複数の上記半導体素子を配列
するので、発光ダイオードの機能を有する半導体素子の配置間隔を自由に設定することが
できる。したがって、上記発光ダイオードの機能を有する半導体素子を効率よく基板に逃
がして、発光ダイオードの温度上昇を抑制することにより、発光ダイオードの効率と信頼
性を共に向上することが可能となる。したがって、高効率で高信頼性の発光ダイオード３
００を低コストで製造することができる。
【０２１８】
　（第９実施形態）
　図４０は、本発明の第９実施形態の照明装置の側面図である。また、図４１は、上記照
明装置に内蔵される発光装置を横から見た図であり、図４２は、上記発光装置を上から見
た図である。
【０２１９】
　図４１および図４２を参照して、正方形状の放熱板４０５上に、第８実施形態の発光ダ
イオード４０６（図３０参照）が実装されて発光装置４０４を構成している。図４０を参
照して、この照明装置４００は、上記発光装置４０４を内蔵したＬＥＤ電球である。照明
装置４００は、外部のソケットに嵌めて商用電源に接続するための電源接続部としての口
金４０１と、その口金４０１に一端が接続され、他端が徐々に拡径する円錐形状の放熱部
４０２と、放熱部４０２の他端側を覆う透光部４０３とを備えている。第９実施形態の照
明装置は、第８実施形態の発光ダイオードを備えているため、低消費電力化が実現される
ことができる。
【０２２０】
　（第１０実施形態）
　図４３は、本発明の第１０実施形態のバックライトの平面図である。
【０２２１】
　図４３に示すように、このバックライト５００は、放熱板の一例としての長方形状の支
持基板５０１上に、複数の発光ダイオード５０２が互いに所定の間隔をあけて格子状に実
装されている。ここで、発光ダイオード５０２としては、第８実施形態の発光ダイオード
（図３０参照）を用いている。第１０実施形態のバックライトは、第８実施形態の発光ダ
イオードを備えているため、低消費電力化が実現されることができる。
【０２２２】
　（第１１実施形態）
　図４４は、本発明の第１１実施形態の表示装置（ＬＥＤディスプレイ）の１画素の回路
図である。
【０２２３】
　この表示装置は、本発明の発光ダイオードとしての機能を有する本発明の一実施形態の
半導体素子（第１～第５実施形態の半導体素子）を画素の自発光素子として用いている。
【０２２４】
　この表示装置は、アクティブマトリックスアドレス方式であり、選択電圧パルスが、行
アドレス線Ｘ１に供給され、データ信号が、列アドレス線Ｙ１に送られるようになってい
る。上記選択電圧パルスがトランジスタＴ１のゲートに入力されて、トランジスタＴ１が
オンすると、上記データ信号がトランジスタＴ１のソースからドレインに伝達され、デー
タ信号がキャパシタＣに電圧として記憶されるようになっている。
【０２２５】
　トランジスタＴ２は、発光ダイオードとしての機能を有する半導体素子６４０の駆動用
であり、この発光ダイオードとしての機能を有する半導体素子６４０としては、上記第１
実施形態～第５実施形態（図１、図３、図４、図５、図６参照）の半導体素子を用いるこ
とができる。
【０２２６】
　上記発光ダイオードとしての機能を有する半導体素子６４０は、上記トランジスタＴ２
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を経て電源Ｖｓに接続されている。よって、トランジスタＴ１からのデータ信号でトラン
ジスタＴ２がオンすることにより、発光ダイオードとしての機能を有する半導体素子６４
０が、上記電源Ｖｓによって駆動されることができる。
【０２２７】
　この実施形態のＬＥＤディスプレイは、図４３に示す１画素がマトリックス状に配列さ
れている。このマトリックス状に配列された各画素の発光ダイオードとしての機能を有す
る半導体素子６４０と、トランジスタＴ１、Ｔ２とが基板上に形成されている。尚、本発
明の発光ダイオードを、上記実施形態とは異なるＬＥＤディスプレイや、ＬＥＤディスプ
レイ以外の表示装置に使用しても良いことは勿論である。
【０２２８】
　この実施形態の表示装置を作製するためには、例えば、以下のような工程を行えば良い
。
【０２２９】
　まず、上述の第４実施形態の半導体素子を形成する手順（図６～１４）、第４実施形態
の半導体素子を形成する別の手順（図１５～図１７）、または、第５実施形態の半導体素
子を形成する手順（図１９～図２３）にしたがって、発光ダイオードの機能を有する半導
体素子を形成する。
【０２３０】
　発光ダイオードの機能を有する半導体素子（発光ダイオード素子）６４０は、簡易に述
べると、第１の基板上に複数の棒状のコアを形成するコア形成工程と、上記複数の棒状の
コアを形成した後、第１導電型の半導体シェルで覆う第１のシェル形成工程と、上記第１
導電型のシェルを形成した後、第２導電型の半導体シェルで覆う第２のシェル形成工程と
、上記棒状のコア、第１導電型の半導体シェルおよび第２導電型の半導体シェルを備えた
複数の棒状半導体素子を上記基板から切り離す半導体素子切り離し工程とを経て形成する
。
【０２３１】
　次に、トランジスタＴ１、Ｔ２をガラス等の基板上に、通常のＴＦＴ製造方法を用いて
形成する。次に、ＴＦＴを形成した基板上に、発光ダイオードとしての機能を有する半導
体素子６４０を配置するための、第１の電極および第２の電極を形成する。次に、第８実
施形態において、図３１～図３５で説明した方法を用いて、上記基板上の所定の位置に発
光ダイオードとしての機能を有する半導体素子６４０を配置する。その後、上部配線工程
を行ない、上記発光ダイオードとしての機能を有する半導体素子６４０をトランジスタＴ
２のドレインとアース線とに接続する。
【０２３２】
　本実施の形態のバックライトは、発光ダイオードとしての機能を有する上記第１～第５
実施形態の半導体素子を、各画素の自発光デバイスとして備えているため、発光効率を高
くすることができて、低消費電力化を実現することができる。
【０２３３】
　尚、上記実施形態の発光ダイオードでは、発光層が、第１導電型の半導体シェルと、第
２導電型の半導体シェルとの間に存在していたが、この発明の発光ダイオードでは、発光
層は、第２導電型の半導体シェルの径方向（棒状のコアの径方向のこと）の外方に設けら
れる等、第１導電型の半導体シェルと、第２導電型の半導体シェルとの間に存在していな
くても良い。
【０２３４】
　また、例えば、上記説明した互いに異なる二以上の実施形態の一部または全部を組み合
わせた発明が、本発明の新たな実施形態を構成することは、勿論であり、上記説明したあ
る実施形態の発明と、上記説明したある変形例の発明とを組み合わせて作成される発明が
、本発明の新たな実施形態を構成することも勿論である。正確にいうと、上記明細書の説
明で行った、全ての実施形態および全ての変形例で構成される内容から二以上の発明特定
事項を組み合わせて作成される発明が、本発明の新たな実施形態に含まれることは、勿論



(31) JP 2013-4661 A 2013.1.7

10

20

30

である。
【符号の説明】
【０２３５】
　１０,２０,３０,４０,５０,６０,８０,１５０,２５０,６４０　半導体素子
　１１,２１,４１,５１,６４,７４,８４,１０４,２０４,３０４　第１導電型の半導体コ
ア
　１２,２２,３２,４２,５２,６５,７５,８５,１０５,２０５,３０５　第１導電型の半導
体シェル
　１３,２３,３３,４３,５３,６７,８７,１０６,２０６,３０６　第２導電型の半導体シ
ェル
　３１　棒状のコア
　４４,５４,６６,８６,２１０,３１０　発光層
　６１,７１,８１,１０１,２０１　サファイア基板
　７２　シリコン酸化膜
　８２,２０２　ｎ型ＧａＮ層
　１００　太陽電池
　１０２　ｎ型シリコン層
　１０３,２０３　シリコン酸化膜
　１０７,２０７　透明電極
　１０９　金属電極
　１７０　ＩＴＯ層
　２００,３００,４０６,５０２　発光ダイオード
　２０９　金属電極
　３１１　ガラス基板
　３１２　第１の電極
　３１３　第２の電極
　３１４　層間絶縁膜
　３１５,３１６　金属配線
　３１７　フォトレジスト
　３５０　発光ダイオード素子
　３５０Ａ,３５０Ｂ　発光ダイオード素子
　４００　照明装置
　４０４　発光装置
　５００　バックライト



(32) JP 2013-4661 A 2013.1.7

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(33) JP 2013-4661 A 2013.1.7

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(34) JP 2013-4661 A 2013.1.7

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(35) JP 2013-4661 A 2013.1.7

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(36) JP 2013-4661 A 2013.1.7

【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(37) JP 2013-4661 A 2013.1.7

【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】



(38) JP 2013-4661 A 2013.1.7

【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】



(39) JP 2013-4661 A 2013.1.7

【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】



(40) JP 2013-4661 A 2013.1.7

【図３３】 【図３４】

【図３５】 【図３６】



(41) JP 2013-4661 A 2013.1.7

【図３７】 【図３８】

【図３９】 【図４０】



(42) JP 2013-4661 A 2013.1.7

【図４１】 【図４２】

【図４３】 【図４４】



(43) JP 2013-4661 A 2013.1.7

【図４５】



(44) JP 2013-4661 A 2013.1.7

10

フロントページの続き

(72)発明者  小宮　健治
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
(72)発明者  矢追　善史
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
(72)発明者  塩見　竹史
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
(72)発明者  岩田　浩
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
(72)発明者  高橋　明
            大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
Ｆターム(参考) 5F041 AA03  CA02  CA03  CA05  CA10  CA33  CA34  CA35  CA37  CA40 
　　　　 　　        CA49  CA57  CA65  CA73  CA74  CA88 
　　　　 　　  5F141 AA03  CA02  CA03  CA05  CA10  CA33  CA34  CA35  CA37  CA40 
　　　　 　　        CA49  CA57  CA65  CA73  CA74  CA88 
　　　　 　　  5F151 AA02  CB12  CB15  DA03  FA04  FA13  FA15  GA03 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

